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序
章
│
│
諸
判
決
と
課
題
の
限
定

一

最
高
裁
判
所
の
四
判
決

周
知
の
よ
う
に
、
平
成
一
〇
年
代
半
ば
以
降
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
に
関
し
重
要
な
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、

①
建
築
請
負
に
お
い
て
建
物
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
た
め
に
建
て
替
え
ざ
る
を
え
な
い
場
合
、
注
文
者
は
請
負
人
に
対
し
建
替
え
費

用
相
当
額
の
賠
償
を
請
求
で
き
、
そ
の
こ
と
は
民
法
六
三
五
条
但
書
に
抵
触
し
な
い
と
し
た
判
決
、

(

�)

②
建
築
請
負
に
お
い
て
約
定
に

反
す
る
太
さ
の
鉄
骨
が
使
用
さ
れ
た
建
物
の
瑕
疵
を
肯
定
し
た
判
決
、

(

�)
③
「
名
義
貸
し
」
を
し
た
建
築
士
に
対
す
る
建
物
購
入
者
の

不
法
行
為
責
任
を
肯
定
し
た
判
決
、

(

�)

④
瑕
疵
の
あ
る
建
物
を
注
文
者
か
ら
買
い
受
け
た
買
主
が
、
設
計
者
・
施
工
者
お
よ
び
工
事
監
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追
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建
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理
者
（
以
下
、
施
工
者
等
と
い
う
）
に
対
し
て
し
た
不
法
行
為
責
任
追
及
の
場
合
に
お
い
て
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
施
工

者
等
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
成
立
要
件
を
明
確
に
し
た
判
決

(

�)

で
あ
る
。

四
つ
の
最
高
裁
判
決
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
初
め
て
の
判
決
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
は
、
瑕

疵
の
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
施
工
者
等
に
対
す
る
注
文
者
な
い
し
買
主
の
救
済
の
範
囲
を
拡
大
し
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
責
任
が
認

め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
成
立
要
件
を
一
般
的
に
明
確
化
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
①
判
決
に
お
い
て
は
、
注
文
者
が
瑕
疵
修
補
に
代
え
て
す
る
損
害
賠
償
の
範
囲
を
拡
大
し
た
点
に
、
②
判
決
に
お
い
て
は
、

瑕
疵
の
存
否
の
判
断
基
準
に
当
事
者
の
合
意
内
容
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
要
件
論
に
お
け
る
瑕
疵
の
内
容
を
、
当
事
者
の
主
観

を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
拡
大
し
た
点
に
、
③
判
決
に
お
い
て
は
、「
名
義
貸
し
」
の
建
築
士
へ
の
責
任
追
及
を
肯
定
す
る
こ
と
に

よ
り
責
任
主
体
を
拡
大
し
た
点
に
、
④
判
決
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
買
主
が
、
売
主
の
担
保
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
な

し
に
し
た
、
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
の
追
及
に
つ
い
て
、
建
物
の
基
本
的
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、
施
工
者
等

に
対
す
る
不
法
行
為
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
、
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。

二

平
成
一
四
年
判
決
お
よ
び
平
成
一
九
年
判
決

そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
は
、「
消
費
者
保
護
」
の
潮
流
に
沿
う
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
最
低
限
こ
の
観
点
か
ら
は

積
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

し
か
し
、
筆
者
が
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
点
は
、
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
の

解
釈
論
的
意
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
最
高
裁
判
決
の
法
的
構
成
の
現
在
的
意
義
を
明
ら

か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
理
論
的
、
実
務
的
課
題
を
明
確
に
す
る
点
に
あ
る
。
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最
高
裁
判
所
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
明
快
な
態
度
で
取
り
組
ん
だ
上
記
諸
判
決
の
諸
問
題
に
も
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ま
で
の
学
説
お
よ
び
下
級
審
裁
判
所
に
お
け
る
模
索
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
上
記
諸
判
決
の
結
論
を
支
持
す
る
見

解
が
存
在
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
反
対
す
る
重
要
な
「
桎
梏
」
が
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
判
所
の
上
記
諸
判
決
は
、

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
一
定
の
分
野
に
お
い
て
こ
の
桎
梏
を
克
服
し
た
。
こ
の
点
に
最
高
裁
判
決
の
重
要
な

意
義
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
結
果
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
に
関
す
る
法
律
関
係
に
、
日
本
法
に
お
け
る
学
理
上
い

ま
だ
充
分
に
は
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
重
要
か
つ
新
た
な
理
論
的
・
実
務
的
課
題
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
、
以
上
の
点
を
、
冒
頭
に
挙
げ
た
四
判
決
す
べ
て
に
お
い
て
お
こ
な
う
こ
と
は
、
筆
者
の
現
在
の
能

力
・
関
心
の
点
で
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
以
上
の
点
を
、
上
記
四
判
決
の
う
ち
の
①
判
決
（
平
成

一
四
年
判
決
）
お
よ
び
④
判
決
（
平
成
一
九
年
判
決
）
の
事
案
に
関
連
し
て
、
若
干
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
こ
れ
ら
両
判
決
に
含
ま
れ
る
問
題
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
理
論
的
・
実
務
的
に
密
接
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
、
①
の
平
成
一
四
年
判
決
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
若
干
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
そ

こ
に
お
い
て
本
稿
で
指
摘
す
る
課
題
（
追
完
の
場
合
の
利
用
利
益
返
還
問
題
）
に
つ
い
て
も
、
現
時
点
か
ら
み
れ
ば
不
充
分
で
は
あ

る
が
、
既
に
一
定
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
お
い
た
。

(

�)

ま
た
、
④
の
平
成
一
九
年
判
決
が
問
題
と
な
る
事
案
に
つ
い
て
も
、
同
判
決
が

出
る
以
前
に
、
不
法
行
為
構
成
の
可
能
性
に
向
け
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
。

(

�)

も
っ
と
も
、
平
成
一
九
年
判
決
の
内
容
を
契
機
と
し

て
改
め
て
筆
者
の
当
時
の
検
討
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
課
題
へ
の
対
処
に
性
急
な
あ
ま
り
、
既
に
先
学
が
探
り
当
て

ら
れ
て
い
た
鉱
脈
を
失
念
し
、
重
要
な
点
に
お
い
て
検
討
の
欠
落
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
判
決
を
中
心
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
の
独
自
の
意
義
を
明
ら
か
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に
し
た
う
え
で
、
両
判
決
の
関
連
性
に
も
留
意
し
つ
つ
、
よ
り
精
確
な
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
次
第
で
あ

る
。以

下
で
は
、
追
完
の
場
合
の
利
用
利
益
返
還
問
題

平
成
一
四
年
判
決
（
第
一
章)

、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
「
権
利
侵
害
」
性

平
成
一
九
年
判
決
（
第
二
章)

、
結
び
に
代
え
て
、
の
順
に
叙
述
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

(

�)

最
判
平
成
一
四
年
九
月
二
四
日
判
時
一
八
〇
一
号
七
七
頁
（
以
下
、
平
成
一
四
年
判
決)

。
本
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
等
に
つ
い
て

は
、
原
田
剛
『
請
負
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
』(

二
〇
〇
六
年
）(

以
下
、「
原
田
・
前
掲
」
で
引
用
す
る
）
一
三
五
頁
、
同
「
建
築
請

負
目
的
物
の
瑕
疵
と
損
害
賠
償
」
安
永
正
昭
・
鎌
田
薫
・
山
野
目
章
夫
編
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
﹇
第
３
版]』

（
二
〇
〇
八
年
）
一
五

八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

最
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
判
時
一
八
四
〇
号
一
八
頁
。
本
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
原
田
剛
・
法

学
教
室
二
八
三
号
一
〇
〇
頁
、
平
野
裕
之
・
法
学
教
室
二
九
四
号
別
冊
付
録
（
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
四
）
一
九
頁
、
塩
崎
勤
・
判
例
タ

イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
一
八
四
号
（
平
成
一
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
）
五
〇
頁
、
花
立
文
子
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
〇
号
四
二
頁
、

山
田
到
史
子
・
民
商
法
雑
誌
一
三
〇
巻
三
号
五
八
二
頁
。

(

�)

最
判
平
成
一
五
年
一
一
月
一
四
日
民
集
五
七
巻
一
〇
号
一
五
六
一
頁
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
評
釈
な
い
し
解
説
が

あ
る
。
宮
坂
昌
利
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
四
号
一
二
二
頁
、
同
・
法
曹
時
報
五
七
巻
一
一
号
二
七
一
頁
、
角
田
美
穂
子
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー

五
九
五
号
一
二
〇
頁
、
加
藤
新
太
郎
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
〇
号
一
一
一
頁
、
大
西
邦
弘
・
広
島
法
学
二
八
巻
二
号
一
一
七
頁
、
良
永
和
隆
・
月

刊
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
二
二
七
号
六
八
頁
、
野
口
昌
宏
・
判
例
時
報
一
八
七
三
号
一
八
六
頁
、
下
村
信
江
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
〇
号

五
四
頁
、
鎌
田
薫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
二
六
九
号
（
平
成
一
五
年
度
重
要
判
例
解
説
）
八
七
頁
、
陳
桐
花
・
法
学
〔
東
北
大
学
〕

六
九
巻
一
号
一
四
五
頁
、
小
島
彩
・
法
学
協
会
雑
誌
一
二
二
巻
一
二
号
一
四
四
頁
、
朝
倉
亮
子
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
二
一
五
号

（
平
成
一
七
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
）
八
八
頁
、
谷
村
武
則
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
四
四
号
四
二
頁
。

(

�)

最
判
平
成
一
九
年
七
月
六
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
七
六
九
頁
、
判
例
時
報
一
九
八
四
号
三
四
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
五
二
号
一
二
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〇
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
二
八
〇
号
二
〇
頁
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
評
釈
な
い
し
解
説
が
あ
る
。
松
本
克
美
・
立
命

館
法
学
三
一
三
号
一
〇
〇
（
七
七
四
）
頁
、
鎌
野
邦
樹
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
五
号
四
頁
、
塩
崎
勤
・
民
事
法
情
報
二
五
八
号
七
八
頁
、
秋
山
靖

浩
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
七
号
四
二
頁
、
平
野
裕
之
・
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
四
・
五
号
四
三
八
頁
、
円
谷
峻
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
三
五
四
号
（
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
）
八
九
頁
、
花
立
文
子
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
七
号
四
八
頁
。
ま
た
、
本
判
決
の
上

告
代
理
人
「
弁
護
士
が
語
る
」
も
の
と
し
て
、
幸
田
雅
弘
「
欠
陥
住
宅
訴
訟

施
工
業
者
の
責
任
を
認
め
る
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
八

号
一
八
頁
が
あ
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
諸
判
決
の
う
ち
、
近
時
の
「
小
特
集
＝
現
代
消
費
者
法
の
潮
流
を
考
え
る

日
本
消
費
者
法
学
会
（
仮
称
）
の
設
立
に

向
け
て
」(

法
律
時
報
八
〇
巻
五
号
七
二
頁
以
下
（
二
〇
〇
八
年
）
の
中
で
、
後
藤
巻
則
「
わ
が
国
の
消
費
者
立
法
・
判
例
動
向
評
価
・

分
析
」
が
、(

４
）
判
決
を
「
消
費
者
の
安
全
の
確
保
」
の
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
、「
住
宅
の
安
全
性
に
関
し
、
設
計
者
な
ど
建
築
の
専
門

家
に
つ
い
て
建
物
の
安
全
性
を
確
保
す
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
意
義
は
大
き
い
」
と
評
価
し
、
坂
勇
一
郎
「
資
料
（
立
法

と
判
例)

」
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
「
消
費
者
関
連
の
主
な
最
高
裁
判
決
（
平
成
一
五
年
〜
平
成
一
九
年)

」
に
、(

２
）
判
決
と

（
４
）
判
決
が
「
欠
陥
住
宅
」｢

分
野
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

(

�)

原
田
・
前
掲
一
三
一
頁
〜
一
七
一
頁
。

(

�)

原
田
・
前
掲
三
二
六
頁
〜
三
三
六
頁
（
と
り
わ
け
三
二
九
頁)

。

第
一
章

追
完
の
場
合
の
利
用
利
益
返
還
問
題
│
│
平
成
一
四
年
判
決

は
じ
め
に

平
成
一
四
年
判
決
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
す
で
に
多
く
の
判
例
批
評
が
な
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
前
述
の
よ
う

に
一
定
の
理
論
的
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
検
討
し
た
理
論
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
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こ
で
は
、
そ
の
と
き
に
充
分
に
は
な
し
え
な
か
っ
た
点
、
す
な
わ
ち
、
平
成
一
四
年
判
決
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
論
理
と
そ
う
で
な

い
論
理
を
整
理
し
、
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
論
理
が
孕
ん
で
い
た
問
題
に
対
す
る
新
た
な
理
論
的
課
題
と
展
望
を
示
す
こ
と
に
照
準
が

当
て
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
節
の
目
標
で
あ
る
。

一

平
成
一
四
年
判
決
の
意
義

平
成
一
四
年
判
決
は
、
建
築
さ
れ
た
建
物
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
っ
て
建
て
替
え
る
し
か
な
い
場
合
に
お
い
て
、
注
文
者
が
請
負
人

の
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
し
、
民
法
六
三
四
条
に
よ
り
、
建
替
え
費
用
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
は
、
民
法
六
三
五
条
但

書
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
当
該
建
物
を
収
去
す
る
こ
と
は
社
会
経
済
的
に
大
き
な
損
失
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
な
い
こ
と
、
建
替
え
費
用
を
請
負
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、「
契
約
の
履
行
責
任
に
応
じ
た
損
害
賠
償
責
任
」
を
負
担
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
請
負
人
に
は
過
酷
で
は
な
い
こ
と
、
を
挙
げ
た
。
筆
者
は
、
平
成
一
四
年
判
決
の
結
論
を
支
え
た
二
つ
の
論
拠
の

な
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
民
法
六
三
五
条
の
限
定
解
釈
、
お
よ
び
、
追
完
の
性
質
を
有
す
る
瑕
疵
修
補
請
求
権
の
な
か
に
新
規
製
作
も

含
ま
れ
う
る
と
す
る
論
理
を
み
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
論
理
か
ら
は
、
さ
ら
に
、
理
論
的
に
は
、
①
建
替
え
請
求
自
体
の
可
能
性
、

(

�)

②
無
価
値
な
建
物

の
場
合
の
解
除
の
可
能
性
（
民
法
六
三
五
条
但
書
に
抵
触
し
な
い
）
と
い
う
重
要
な
法
律
効
果
が
論
理
的
に
帰
結
さ
れ
る
と
い
う
、

更
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
�)
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二

平
成
一
四
年
判
決
に
お
け
る
新
た
な
課
題

「
二
重
取
り
」
不
当
利
得
論

さ
て
、
平
成
一
四
年
判
決
の
論
理
は
、
①
民
法
六
三
四
条
二
項
に
い
う
「
損
害
賠
償
」
は
、
修
補
（
履
行
）
不
能
を
前
提
と
し
た

差
額
説
に
よ
っ
て
損
害
計
算
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
②
民
法
六
三
四
条
二
項
の
「
修
補
」
概
念
に
は
、「
建
て
替
え
」
は
含

ま
れ
な
い
こ
と
、
③
仮
に
民
法
六
三
四
条
二
項
の
「
損
害
賠
償
」
に
建
替
え
費
用
賠
償
を
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
法
六
三
五
条
但

書
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
、
と
す
る
、
理
論
的
桎
梏

(

�)

を
否
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
の
理
論
的
桎
梏

に
は
、
実
は
も
う
ひ
と
つ
当
事
者
間
の
実
質
的
な
利
益
衡
量
を
基
礎
に
お
い
た
と
思
わ
れ
る
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
④
建
替
え
費
用
を
認
め
る
と
、
一
方
で
は
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
へ
の
過
去
の
無
償
の
居
住
に
よ
り
賃
料
相
当
額
の
利

得
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
に
お
い
て
、
建
替
え
費
用
で
の
建
物
の
新
築
に
よ
り
耐
用
年
数
の
延
び
た
建
物
を
取
得
し
利
得
を
得

る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
注
文
者
は
「
二
重
取
り
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
不
当
利
得
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ

る

(

�)

（
も
っ
と
も
、
こ
の
論
拠
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
理
論
的
に
考
え
る
と
、
本
来
、
追
完
の
性
質
を
有
す
る
建
て
替
え
を
否
定
す
べ

き
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
追
完
を
認
め
た
う
え
で
、
不
当
利
得
と
し
て
の
返
還
を
肯
定
す
べ
き
か
、
と
い
う
独
自
の
問
題
と
し
て
追

求
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
え
る)

。

事
実
、
平
成
一
四
年
判
決
が
認
め
た
事
案
に
お
い
て
も
、
原
審
は
、
三
八
三
〇
余
万
円
の
「
建
替
え
費
用
相
当
額
」
の
賠
償
を
認

め
つ
つ
、「
居
住
利
益
」
を
六
〇
〇
万
円
と
評
価
し
て
控
除
し
て
い
た
。
居
住
利
益
を
控
除
す
る
手
法
は
、
平
成
一
四
年
判
決
の
原

審
以
外
で
も
、
す
で
に
若
干
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
。

(
�)

こ
の
よ
う
な
実
務
の
対
応
に
は
、
上
記
の
「
二
重
取
り
」

論
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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三

不
当
利
得
論
の
問
題
性

１

問
題
の
一
般
的
性
格

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
当
利
得
論
＝
二
重
取
り
論
は
は
た
し
て
正
当
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
平
成
一
四
年
判
決
が
出
さ
れ
た
後
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
理
論
的
・
解
釈
論
的
課
題
は
、
実
に
こ
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
問
題
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
建
替
え
費
用
額
か
ら
利
用
利
益
を
控
除
す
る
手
法
が
な
か
ば
当
然
視
さ
れ
て
い
る
現
在
、

実
務
的
に
も
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
問
題
は
、
平
成
一
四
年
判
決
の
法
分
野
で
あ
る
請
負
契
約
を
超
え
て
、
次
の
よ
う
に
一
般
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
売

買
／
請
負
の
目
的
物
／
仕
事
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
り
、
買
主
／
注
文
者
に
、
追
完
と
し
て
代
物
給
付
／
新
規
製
作
が
認
め
ら
れ
た
場

合
、
売
主
／
請
負
人
は
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
返
還
に
加
え
て
、
そ
れ
ま
で
瑕
疵
の
あ
る
物
を
利
用
し
た
こ
と
の
利
益
（
利
用
利
益
）

の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
。

２

不
代
替
的
特
定
物
と
の
関
係
で
の
瑕
疵
担
保
責
任
論
と
の
関
連

も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
を
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
法
の
解
釈
論
お
よ
び
判
例
実
務
上
の
到
達
点
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
は
た
し
て

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
一
般
化
は
説
得
力
を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
れ
ま
で
、
売
買
の
分
野
に
お
け
る
担
保
責
任
の
内
容
と
し
て
の
追
完
問
題
は
、
主
と
し
て
、
不
代
替
的
特
定
物
で
あ
る
新
築
建
物

を
念
頭
に
お
き
、
彼
の
担
保
責
任
の
法
的
性
質
論
と
関
連
し
、
修
補
請
求
権
が
認
め
ら
れ
う
る
か
、
と
い
う
点
が
争
点
と
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。

３

不
完
全
履
行
論
（
種
類
物
売
買
）
に
お
け
る
追
完
論
と
の
関
連
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し
か
し
、
追
完
問
題
の
典
型
は
、
後
に
紹
介
す
る
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
種
類
物
売
買

に
お
け
る
不
完
全
履
行
（
質
的
瑕
疵
）
の
場
合
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
か
ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
を
買
い
、
利
用
後
に
瑕
疵
が
発
見
さ
れ
、
追
完
を
請
求
し
た
場
合
、
代
物
を
給
付
す
る
代
わ
り
に
瑕
疵
の
あ
る
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

を
そ
の
間
利
用
し
た
こ
と
に
よ
る
利
用
利
益
を
請
求
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
と
し
て
想
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合

を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
前
述
の
一
般
化
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
現
行
民
法
に
は
、
そ
も
そ
も
追
完
規
定
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
追
完
の
場
合
を
前
提
と
し
た
利
用
利
益
返
還

に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
不
完
全
履
行
論
か
ら
追
完
を
論
じ
て
き
た
学
説
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
た
。

(

�)

「
完
全
履
行
請
求
権
は
、
…
…
不
完
全
給
付
に
つ
き
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
履
行
が
可
能
で
あ

る
限
り
は
、
債
権
が
時
効
消
滅
す
る
ま
で
は
存
続
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
債
務
者
は
す
で
に
履
行
を
完
了
し
た
も
の
と
信
じ
て

い
る
の
に
、
長
年
月
を
経
た
後
に
債
権
者
が
目
的
物
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
て
完
全
履
行
の
請
求
を
な
し
う
る
と
す
れ
ば
、
不
当
な
結

果
を
生
じ
る｣

。
そ
し
て
、「
債
権
者
が
受
領
し
た
瑕
疵
給
付
は
、
債
務
者
に
返
還
す
べ
き
だ
が
、
す
で
に
費
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
き
は
価
格
に
よ
る
返
還
と
な
る
。
ま
た
、
利、
用、
し、
て、
利、
益、
を、
収、
め、
た、
と、
き、
は、
不、
当、
利、
得、
と、
し、
て、
利、
用、
利、
益、
を、
返、
還、
す、
べ、
き、
だ
が
、

そ
の
範
囲
を
い
か
に
し
て
決
す
べ
き
か
の
問
題
が
あ
る
（
利
益
収
取
が
債
権
者
の
労
力
・
手
腕
に
依
存
す
る
度
合
い
が
大
き
い
と
き)

。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
長
年
月
後
の
再
履
行
が
債
務
者
に
と
っ
て
価
格
、
仕
入
れ
の
困
難
さ
な
ど
の
点
で
非
常
に
不
利
な
場
合
で
あ

る
」(

圏
点
は
引
用
者)

、
と
補
足
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。「
そ
こ
で
有
力
説
は
、
信
義
則
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き

と
し
、
債
権
者
は
瑕
疵
を
発
見
し
た
と
き
は
、
信
義
則
上
至
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
に
こ
れ
を
債
務
者
に
通
知
す
る
な
ど
適
当
な
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措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
完
全
給
付
を
請
求
し
え
な
く
な
り
、
ま
た
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
使
用
し
た
後
に
瑕
疵
の
な
い
新
し
い
も
の

を
請
求
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
た
だ
瑕
疵
の
修
補
ま
た
は
損
害
賠
償
（
帰
責
事
由
は
必
要
）
を

請
求
し
う
る
に
と
ど
ま
る
と
解
し
て
い
る
（
我
妻
・
一
五
五
頁
、
於
保
・
一
一
五
頁
、
松
坂
・
八
六
頁
な
ど)

。
こ
の
説
が
妥
当
で

あ
る
」
と
。

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
完
全
履
行
請
求
権
の
制
限
と
い
う
主
た
る
テ
ー
マ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
直
接
に
は
、
債
権
者

（
売
買
の
場
合
は
買
主
）
の
利
用
利
益
の
返
還
が
債
権
者
の
不、
当、
利、
得、
と、
し、
て、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

が
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
長
年
月
利
用
後
の
完
全
履
行
請
求
権
行
使
の
制
限
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
点
が
、
重

要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
と
り
わ
け
、
完
全
履
行
請
求
権
を
行
使
し
た
場
合
に
生
じ
る
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
そ
れ
ま
で
の
利
用
利

益
の
不
当
利
得
返
還
義
務
の
問
題
は
、
債
務
者
側
か
ら
の
み
把
握
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
、
引
用
の
叙
述
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
を
、
双
務
契
約
（
殊
に
売
買
契
約
）
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
利
用
利
益
返
還
問
題
は
、
す

で
に
売
買
代
金
を
受
領
し
て
い
る
（
長
年
月
の
利
用
を
念
頭
に
お
け
ば
尚
更
）
売
主
（
債
務
者
）
も
ま
た
、
金
銭
に
よ
る
利
息
相
当

分
の
利
用
利
益
を
収
取
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
利
用
利
益
の
み
を
受
領
代
金
の
利
用
利
益
か
ら
切
り
離
し
独
立
に

抽
出
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
み
無
条
件
に
不
当
利
得
の
返
還
を
問
題
と
し
う
る
か
は
、
な
お
一
考
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

４

契
約
の
解
除
に
お
け
る
原
状
回
復
の
援
用

こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
連
す
る
法
分
野
と
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、(
双
務
）
契
約
の
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復
の
内
容
（
範

囲
）
の
問
題
が
容
易
に
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
起
草
者
は
、
受
領
し
た
金
銭
に
は
通
常
は
利
息
が
つ
く
の
が
当
然
だ
か
ら
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こ
れ
を
明
記
し
（
五
四
五
条
二
項)

、
他
方
、
物
を
受
領
し
て
こ
れ
を
返
還
す
る
買
主
も
、
そ
の
間
の
物
か
ら
の
果
実
を
原
状
回
復

と
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

(

�)

通
説
、

(

�)

判
例

(

�)

も
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
（
以
下
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
い
う
）
は
、
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復
の
内
容
（
範
囲
）
を
追
完
の
場
合
に
も
準
用
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項)

、
上

記
学
説
と
同
じ
結
論
を
導
い
て
い
る
。

５

課
題

追
完
前
の
瑕
疵
の
あ
る
物
の
利
用
は
、
は
た
し
て
不
当
利
得
か

以
上
か
ら
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
学
説
に
お
い
て
も
、
種
類
物
売
買
を
前
提
と
し
た
、
給
付
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
と
い
う
意
味
で
の
不
完
全
履
行
を
理
由
と
し
た
追
完
（
代
物
給
付
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
瑕
疵
の
あ
る
物
を
利
用
し

た
利
用
利
益
の
返
還
が
不
当
利
得
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
で
あ
る
が
、
債
権
総
論
に
お
い
て
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
各
論
に
お
い
て
も
、
判
例
実
務
と
い
う
現
場
の
延
長
線
上
か
ら
出
て
き
た
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
を
否

定
す
る
た
め
に
援
用
し
た
前
述
の
「
二
重
取
り
」
論
は
、
不
当
利
得
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
追
完
（
代
物
給
付
）
に

お
け
る
過
去
の
利
用
と
未
来
の
利
用
の
伸
長
の
双
方
を
考
慮
し
て
基
礎
づ
け
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
学
説
お
よ
び
判
例
実
務
か
ら
の
立
場
の
存
在
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
比
較
法
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
高
く
評
価
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
到
達
点
自
体
が
、
今
日
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
る

べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
追
完
（
代
物
給
付
）
の
場
合
、
果
た

し
て
不
当
利
得
を
根
拠
と
し
た
利
用
利
益
返
還
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
問
い
の
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
自
体
に
つ
い
て
の
議
論
が
日
本
法
に
お
い
て
は
上
記
の
よ
う
に

ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ん
や
、
そ
の
先
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
手
掛
か
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り
を
日
本
法
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
が
、
債
務
法
改
正
後
、
主
と
し

て
売
買
に
お
け
る
追
完
（
代
物
給
付
）
の
場
合
に
、
判
例
、
学
説
に
お
い
て
、
債
務
法
改
正
の
立
場
を
揺
る
が
す
議
論
が
展
開
さ
れ
、

つ
い
に
は
、
そ
の
議
論
の
結
末
が
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
そ
の
判
断
が
最
近
下
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
簡
単
な
要
約
に
よ
り
、
問
題
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四

ド
イ
ツ
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
議
論

は
じ
め
に

こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
は
、
国
内
法
レ
ベ
ル
の
解
釈
論
に
お
け
る
議
論
と
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令

(

�)

を
国
内

法
化
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
四
項
が
消
費
用
動
産
売
買
指
令
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か

と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
大
別
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
前
者
を
１
で
、
後
者
を
２
で
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の

後
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
略
称
す
る
）
の
事
案
と
そ
の
要
点
を
紹
介
し
た
の
ち
（
３)

、
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判

所
の
立
場
を
紹
介
し
（
４)

、
小
括
に
お
い
て
課
題
の
整
理
を
お
こ
な
う
（
５)

。

１

国
内
法
レ
ベ
ル
の
解
釈
論
に
お
け
る
議
論

一�

売
買
・
請
負
に
お
け
る
追
完
の
場
合
の
収
益
返
還
規
定

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
追
完
の
た
め
に
瑕
疵

の
な
い
物
を
引
き
渡
す
と
き
は
、
売
主
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
ま
で
に
従
い
、
瑕
疵
の
あ
る
物
の
返
還
を
買
主
に
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
五
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
請
負
人
が
新
規
に
仕
事
を
製
作
す
る
場
合
は
、
請
負
人
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
ま
で
に
従
い
、
瑕
疵
の
あ
る
仕
事
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
準
用
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す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
は
、
解
除
の
効
果
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
一
項
は
、
契
約

当
事
者
の
一
方
が
解
除
し
た
と
き
は
、「
受
領
し
た
給
付
を
返
還
し
、
取
得
し
た
利
益
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

さ
ら
に
同
条
二
項
は
、「
取
得
し
た
も
の
の
性
質
上
そ
の
返
還
又
は
引
き
渡
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」(

一
号
）
に
は
、

「
返
還
に
代
え
て
価
額
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(

本
文
）
と
規
定
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
は
、
売
主
／
請
負
人
が
追
完
に
応
じ
て
新
規
の
物
／
仕
事
を
交
付
／

製
作
す
る
場
合
、
売
主
／
請
負
人
に
は
、
買
主
／
注
文
者
が
瑕
疵
あ
る
物
／
仕
事
の
利
用
か
ら
返
還
ま
で
の
間
に
引
き
出
し
た
利
益

に
対
す
る
価
値
の
償
還
請
求
権
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
一
項
、
二
項
一
文
一
号
に
結
び
つ
い
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
に
も
と
づ
い

て
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

二�

債
務
法
改
正
に
お
け
る
立
法
者
意
思

以
上
の
よ
う
な
規
定
内
容
に
つ
き
、
瑕
疵
の
あ
る
物
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
利
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
間
の
利
用
利
益
を
無
償
で
取
得
で
き
る
根
拠
が
な
い
以
上
、
こ
れ
を
売
主
に
償
還
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
立
法
者
意
思
で
あ
る
。

(

�)

三�

通
説

通
説
も
ま
た
、
規
定
の
文
言
お
よ
び
立
法
者
意
思
を
根
拠
と
し
て
、
同
様
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

(

�)

四�

反
対
説

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
債
務
法
改
正
後
、
有
力
な
反
対
説
（
少
数
説
）
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
論
拠
を

整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
解
除
の
効
果
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
の
準
用
を
指
示
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
は
、
目
的
論
的
に
限
定

解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
六
条
二
文
に
よ
れ
ば
、
売
買
目
的
物
の
収
益
は
、
最
初
か
ら
、
売
買
代
金
を
支
払
っ
た

買
主
に
帰
属
す
る
。

(

�)

③
代
物
給
付
の
場
合
は
、
解
除
の
場
合
と
異
な
り
、
売
買
代
金
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
収
益
を
含
め
て
売
主
の
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手
も
と
に
残
っ
て
い
る
。

(

�)

④
買
主
に
の
み
一
方
的
に
利
用
利
益
の
返
還
義
務
を
負
わ
せ
る
な
ら
ば
、
不
完
全
な
給
付
を
し
、
正
当
化

さ
れ
な
い
売
主
が
よ
り
良
い
地
位
を
得
る
結
果
と
な
る
。

(

�)
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
反
対
説
の
要
点
は
、
売
買
目
的
物
か
ら
の
収
益
は
引
渡
し
に
よ
り
買
主
に
帰
属
し
、
そ
の
う
え
、

売
主
は
売
買
代
金
の
受
領
に
よ
り
収
益
を
保
持
し
て
い
る
点
で
、
対
価
関
係
に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
実
質
的
根
拠
と
し
た

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
の
限
定
解
釈
に
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

２

消
費
用
動
産
売
買
指
令
違
反
レ
ベ
ル
で
の
議
論

こ
こ
で
は
、
収
益
返
還
を
認
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
が
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条

(

�)

に
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
通
説
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
は
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
に
違
反
し
て
い
な

い
と
し
、
反
対
説
（
少
数
説
）
は
、
違
反
し
て
い
る
と
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

一�

通
説
の
論
拠
の
要
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
か
ら
四
項
は
、
新
規
の
物
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
作
り
出
す

こ
と
の
み
を
規
律
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
②
そ
れ
に
対
し
、
利
用
利
益
の
支
払
い
は
、
新
規
の
物
の
交
付
に
対
す
る
反
対
給
付
と

み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
個
々
の
場
合
に
お
け
る
瑕
疵
の
あ
る
物
の
返
還
の
態
様
（
方
法
）
に
関
係
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

③
こ
の
よ
う
な
巻
き
戻
し
の
問
題
は
、
指
令
に
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
消
費
者
の
利
用
利
益
の
返
還
義
務
は
、
消
費
用
動
産

売
買
指
令
の
意
義
と
目
的
と
も
矛
盾
し
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
が
規
定
し
て
い
る
の
は
、
瑕
疵
の
あ
る
物
を
給
付
し
た
場
合
の
契
約
違
反
の
救

済
方
法
で
あ
る
追
完
自
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
収
益
問
題
は
入
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
加
盟
国
が
独
自
に
規
定
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し
う
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

二�

こ
れ
に
対
し
、
反
対
説
の
論
拠
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

①
反
対
説
は
、
物
の
収
益
補
償
は
、
買
主
が
新
規
の
物
の
代
物
給
付
に
よ
り
受
け
る
価
値
の
高
ま
り
と
利
用
期
間
の
長
期
化
に
対

す
る
代
償
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
②
も
し
、
収
益
返
還
義
務
を
認
め
る
な
ら
ば
、
消
費
者
の
追
完
請
求
権
の
主
張
が
妨
げ
ら
れ
る

可
能
性
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
消
費
者
は
、
収
益
返
還
の
要
件
と
額
を
重
く
の
み
査
定
す
る
か
、
も
し
く
は
売
買
代
金
に
近
づ

く
収
益
補
償
を
調
達
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
場
合
に
よ
っ
て
は
代
物
給
付
と
い
う
正
当
な
請
求
が
放
棄
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
瑕
疵
が
も
っ
ぱ
ら
代
物
給
付
に
よ
っ
て
の
み
除
去
で
き
、
売
主
が
そ
れ
に
つ
い
て
収
益
賠
償
と
の
引
き
換
え

で
の
み
義
務
を
負
う
と
す
る
限
り
、
消
費
者
は
追
完
の
優
位
性
に
も
と
づ
き
買
主
の
二
次
的
権
利

(

�)

も
主
張
で
き
な
い
結
果
、
買
主
は

何
ら
利
益
を
得
ら
れ
ず
に
終
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

３

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
二
〇
〇
六
年
判
決

以
上
の
よ
う
な
法
状
態
の
な
か
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
題
と
な
る
事
案
が
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
以
下
、
こ
の
点
を
簡
潔
に

概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(

�)

一�

事
案
の
概
要

Ａ
（
買
主
）
は
大
手
通
信
販
売
店
Ｙ
（
売
主
）
か
ら
「
レ
ン
ジ
セ
ッ
ト
」
を
約
五
二
五
ユ
ー
ロ
で
買
い
、
引

き
渡
し
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
約
一
年
半
後
に
パ
ン
焼
き
部
分
の
ホ
ウ
ロ
ウ
が
修
理
不
能
状
態
で
剥
が
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
こ
の

部
分
を
交
換
し
た
が
、
他
方
で
、
瑕
疵
の
あ
る
レ
ン
ジ
の
収
益
補
償
を
請
求
し
、
Ａ
は
支
払
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ａ
は
、
原
告
で
あ
る

有
資
格
組
織
で
あ
る
消
費
者
セ
ン
タ
ー
総
連
盟
Ｘ
に
返
還
請
求
を
授
権
し
、
Ｘ
は
支
払
っ
た
約
六
八
ユ
ー
ロ
の
返
還
を
訴
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
第
一
審
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク－

フ
ュ
ル
ト
地
方
裁
判
所

(

�)

も
控
訴
審
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
上
級
地
方
裁
判
所
も
、

(

�)

Ｂ
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Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
か
ら
は
、
売
主
の
、
瑕
疵
の
あ
る
レ
ン
ジ
の
利
用
に
対
す
る
価
値
補
償
請
求
権
は
発
生
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
Ａ

の
支
払
い
は
法
律
上
の
根
拠
の
な
い
支
払
い
で
あ
る
と
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
一
二
条
一
項
（
不
当
利
得
）
に
も
と
づ
い
て
返
還
請
求
を
な

し
う
る
と
判
断
し
た
。
Ｙ
上
告
。

二�

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
断

(

�)

��
は
じ
め
に
概
要
を
示
し
て
お
こ
う
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
は
、
売
主
は
、
瑕
疵

の
あ
る
物
に
対
す
る
補
償
交
付
（
交
換
）
を
し
た
場
合
、
新
規
の
物
と
の
交
換
ま
で
に
買
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
か
ら
引
き
出
し
た
収

益
に
対
す
る
価
値
補
償
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
、
と
し
て
、
原
審
の
判
断
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
す
る
。
し
か
し
他

方
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
は
、
契
約
違
反
の
消
費
用
動
産
の
場
合
に
お
い
て
「
無
償
の
」
代
物
給
付
を
認
め
て
い
る
消
費
用
動

産
売
買
指
令
（
三
条
三
項
一
文
お
よ
び
四
項
）
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
す
る
。

そ
こ
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
手
続
き
を
中
断
し
、
新
規
の
物
の
交
付
に
よ
り
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
消
費
者

（
買
主
）
に
最
初
に
交
付
さ
れ
た
瑕
疵
の
あ
る
消
費
用
動
産
に
対
す
る
収
益
の
補
償
を
認
め
る
と
す
る
国
内
法
は
、
消
費
用
動
産
売

買
指
令
（
三
条
三
項
一
文
お
よ
び
四
項
に
結
び
つ
い
た
同
条
二
項
の
規
定
ま
た
は
三
条
三
項
三
文
）
と
矛
盾
し
て
い
る
か
、
と
い
う

点
に
つ
き
、
先
行
判
決
を
求
め
て
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
た
。

��
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
既
に
紹
介
し
た
、
通
説
と
反
対
説
（
少
数
説
）
を
詳
細
に
紹
介
し
つ
つ
、
国
内
法
の
解
釈
レ
ベ
ル
で
は
、
文
言
と

立
法
者
意
思
（
通
説
の
立
場
で
も
あ
る
）
を
超
え
る
解
釈
の
限
界
（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
憲
法
二
〇
条
三
項
参
照
）
を
指
摘
し
つ
つ

も
、
一
貫
し
て
反
対
説
（
少
数
説
）
の
立
場
を
共
有
す
る
。
以
下
で
は
、
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
の
指
示
が
、
消
費
用
動
産

売
買
指
令
三
条
に
違
反
す
る
点
に
つ
き
、
先
に
挙
げ
た
少
数
説
に
お
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
論
拠
の
要
点
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
と
す

る
。
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①
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
、
三
項
の
目
的
と
の
矛
盾
の
指
摘

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
消
費
者

は
、
消
費
用
動
産
の
契
約
違
反
の
場
合
、
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
無
償
で
も
た
ら
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権

を
有
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
三
項
は
、
無
償
の
修
補
も
し
く
は
無
償
の
代
物
給
付
を
予
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
律
の
目
的
は
、
売
主
は
、
修
補
も
し
く
は
代
物
給
付
に
よ
り
消
費
用
動
産
を
当
初
か
ら
契
約
に
合
致
し
た
状
態
で
交
付
し
た

で
あ
ろ
う
地
位
に
消
費
者
を
置
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
消
費
者
は
、
契
約
に
合
致
し
た
状
態
で
の
消
費
用
動
産
の
反
対
給
付

と
し
て
売
買
代
金
の
み
を
調
達
し
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
（
買
主
）
に
の
み
、
売
買
代
金
に
ま
で
達
す
る
可
能

性
の
あ
る
更
な
る
支
払
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
、
三
項
と
矛
盾
す
る
。

②
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
、
三
項
の
「
無
償
の
」
概
念
と
の
矛
盾

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
四
項
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
は
、
同
条
二
項
、
三
項
の
「
無
償
の
」
概
念
は
、
消
費
用
動
産
に
つ
い
て
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
必

要
な
費
用
を
「
含
む
」
こ
と
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
消
費
者
に
対
し
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
別
の
性
質
を

有
す
る
支
払
い
を
要
求
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
導
か
れ
な
い
。
消
費
用
動
産
売
買
指
令
前
文
第
一
五
項
の
考
慮
事
由
に
よ
れ
ば
、

加
盟
国
が
予
定
し
う
る
こ
と
は
、
消
費
者
に
よ
る
商
品
の
利
用
を
計
算
に
入
れ
る
た
め
に
、「
消
費
者
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
補
償
は

軽
減
さ
れ
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
考
慮
事
由
は
、
契
約
の
解
消
（
解
除
）
に
関
係
し
て
い
る
が
、
代
物
給
付
に
は
関
係
し
て

い
な
い
。
代
物
給
付
の
場
合
に
は
、
消
費
者
に
給
付
さ
れ
る
べ
き
補
償
は
存
在
せ
ず
、
代
金
は
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
収

益
と
と
も
に
売
主
の
手
元
に
残
っ
て
い
る
。

③
著
し
い
「
不
便
」(

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
三
項
三
文
）
の
存
在
可
能
性

消
費
用
動
産
売
買
の
場
合
に
お
け
る
代
物
給

付
の
無
償
性
の
原
則
が
、
仮
に
売
主
の
収
益
補
償
請
求
権
と
矛
盾
し
な
い
と
し
て
も
、
消
費
者
の
相
応
な
支
払
義
務
は
消
費
用
動
産
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売
買
指
令
三
条
三
項
三
文
に
お
け
る
著
し
い
不
便
と
み
な
さ
れ
え
な
い
か
、
と
い
う
更
な
る
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
長
期
の
利
用
期
間
の
場
合
に
は
、
代
金
と
の
関
係
で
少
な
く
な
い
収
益
補
償
を
売
主
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
懸
念
す

る
消
費
者
は
、
そ
の
た
め
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
消
費
用
動
産
の
（
無
償
の
）
修
補
で
満
足
す
る
か
、
も
し
く
は
、
消
費
用
動
産

売
買
指
令
三
条
二
項
に
よ
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
権
利
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
可
能
性
が
あ
る
点
を
、
指
摘
す
る
。

４

Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
の
判
決

(

�)

一�

本
判
決
の
論
理
を
理
解
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
ド
イ
ツ
政
府
が
立
て
た
問
い
に
従
っ
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
、

３
で
整
理
し
た
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
議
論
と
重
複
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
中
心
論
点
は
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
は
収
益
補

償
問
題
を
規
律
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
主
た
る
理
由
づ
け
は
、
�
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
の
「
無
償
の
」

概
念
は
限
定
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
�
消
費
用
動
産
売
買
指
令
前
文
第
一
五
項
の
考
慮
事
由
は
、
解
除
の
場
合
の
み
な
ら
ず
代

物
給
付
の
場
合
も
含
む
、
�
経
済
的
補
償
な
し
に
新
規
の
消
費
用
動
産
を
自
由
に
使
う
こ
と
は
不
当
利
得
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

以
下
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
に
お
け
る
法
的
救
済
の
構
造
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
の
解

答
を
見
て
い
こ
う
。

二�

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
の
法
的
救
済
の
構
造

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
に
よ
れ
ば
、
①
ま
ず
、
売
主
は
消
費
者
に

対
し
、
消
費
用
動
産
の
交
付
時
点
ま
で
に
存
在
す
る
あ、
ら、
ゆ、
る、
契
約
違
反
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
②
消
費
者
は
、
交
付
さ
れ
た
消

費
用
動
産
の
契
約
違
反
の
場
合
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
二
項
に
よ
り
、
売
主
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
請
求
権
を
有
す
る
。
ま

ず
、
消
費
者
は
、
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
追
完
請
求
権)

。
消
費
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者
が
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
こ
と
を
請
求
で
き
な
い
場
合
、
消
費
者
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
代
金
の
減
額
も
し
く
は

契
約
の
解
消
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
そ
し
て
、
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
消
費
用
動

産
売
買
指
令
三
条
三
項
に
よ
り
、
そ
の
請
求
の
履
行
が
不
能
で
な
い
か
ま
た
は
そ
の
請
求
が
不
相
当
で
な
い
限
り
、
消
費
者
は
売
主

に
対
し
消
費
用
動
産
の
無
償
の
修
補
も
し
く
は
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
。

三�

消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
の
「
無
償
の
」
意
味

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
場
合
、「
無
償
の
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を

意
味
す
る
の
か
。
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
無
償
の
」
概
念
に
は
、
消
費
用
動
産
を
契
約
に
合
致
し
た

状
態
に
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
、
と
り
わ
け
、
運
送
費
、
労
働
費
、
材
料
費
が
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
規
定
の
体
裁
か
ら
、

こ
れ
ら
の
費
用
項
目
が
限
定
列
挙
か
例
示
列
挙
な
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

例
示
列
挙
で
あ
る
と
す
る
の
が
立
法
者
意
思
で
あ
る
。

(

�)

①
立
法
者
は
、
こ
の
無
償
性
を
消
費
者
保
護
の
本
質
的
要
素
と
し
よ
う
と

し
た

(

�)

。
②
そ
の
具
体
的
な
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
保
護
が
欠
け
れ
ば
前
述
の
請
求
権
の
主
張
を
思
い
留
ま
ろ
う
と
す
る
「
差
し
迫
っ

た
経
済
的
負
担
」
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
、
③
そ
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
買
主
に
対
す
る
「
売
主
の
あ
ら
ゆ
る
経

済
的
要
求
を
排
除
す
る
」
こ
と
が
立
法
者
の
意
図
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

四�

消
費
用
動
産
売
買
指
令
前
文
第
一
五
項
の
考
慮
事
由
の
意
義

こ
こ
で
は
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
五
項
に
お
い
て
予

定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
売
主
が
買
主
に
対
し
、
取
得
し
た
利
益
の
相
互
の
返
還
の
原
則
に
も
と
づ
き
消
費
用
動
産
の
代

金
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
売
買
契
約
解
消
の
場
合
の
み
が
該
当
す
る
と
す
る
。

(

�)

五�

代
物
給
付
さ
れ
た
物
の
補
償
な
し
の
使
用
の
不
当
利
得
性

こ
の
点
に
つ
き
、
前
述
の
よ
う
に
、
売
主
は
、
自
身
の
あ、
ら、
ゆ、

る、
契
約
違
反
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
消
費
用
動
産
売
買
指
令
の
立
場
（
三
条
一
項
）
を
前
提
と
し
、
次
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の
よ
う
に
述
べ
る
。

売
主
は
、
契
約
違
反
の
消
費
用

動
産
を
交
付
し
た
場
合
、
売
買
契

約
に
お
い
て
引
き
受
け
た
義
務
を

約
定
通
り
履
行
し
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
完

全
履
行
の
効
果
を
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
代
金
を
支
払
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
上
の
義
務
を

約
定
通
り
履
行
し
た
消
費
者
は
、

契
約
違
反
の
消
費
用
動
産
に
対
す

る
補
償
と
し
て
の
新
規
の
消
費
用

動
産
の
取
得
に
よ
り
不
当
利
得
し

て
い
な
い
。
消
費
者
は
、
そ
れ
を

す
で
に
最
初
に
保
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

単
に
契
約
の
規
定
に
相
応
し
た
消
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諸見解の整理

ドイツ政府（立法者
意思、通説）

BGH（少数説）
EC司法裁判所
（EuGH）

BGB は買主の収益返還
義務を認めていると考え
られるか

○ ○*1 ○

消費用動産売買指令は買
主の収益返還義務を認め
ているか

○*2 × ×

消費用動産売買指令３条
２項の「無償の」範囲

限定列挙 例示列挙 例示列挙

瑕疵のある物の利用によ
る収益は不当利得か

○
①売主に対する経済
的補償なしに、使用
期間の長期化した新
規の物を使用できる
②消費用動産売買指
令前文第15項の考慮
事由は，代物給付の
場合も含む

×
①売買目的物の収益
は、引渡時から買主
に移転 (BGB 446条)
する。
②売主は、代金とそ
の収益を保持してい
る。
③消費用動産売買指
令前文第15項の考慮
事由は解除の場合の
みを規律している
④買主に収益の返還
を要求することは消
費用動産売買指令
（３条３項３文）に
いう「著しい不便」
に該当する。

×
①BGH の挙げる③
に加え、
②売主は買主に対す
るあらゆる契約違反
に対して責任を負う
とする消費用動産売
買指令（３条１項）
の立場からすれば、
約定どおり代金を支
払った買主は、不完
全履行の効果として
新規の物の交付を受
けたとしても不当利
得ではない。

*1 少数説は否定する
*2 指令は収益返還義務については規定しておらず、加盟国の判断に委ねている



費
用
動
産
を
遅
れ
て
保
持
し
た
だ
け
で
あ
る
。

(

�)

六�

売
主
の
（
経
済
的
利
益
）
保
護

こ
の
点
に
つ
て
は
、
二
年
の
時
効
期
間
（
消
費
用
動
産
売
買
指
令
五
条
一
項
）
と
、
代
物

給
付
は
、
そ
れ
が
期
待
不
可
能
な
費
用
に
よ
り
不
相
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
拒
絶
で
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
（
消
費

用
動
産
売
買
指
令
三
条
三
項
二
文
）
保
護
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

五

小

括

１

以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
債
務
法
改
正
後
、
実
務
上
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
た

(

�)

問
題
は
、
最
終
的
に
は
Ｅ
Ｃ
司

法
裁
判
所
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
四
項
が
指
令
三
条
に
違
反
す
る
と
い
う
、
ド
イ
ツ
国
内
の
少
数
説
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
立
場
）

と
同
じ
判
断
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
決
着
が
つ
い
た
。
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
は
、
手
続
き
を
中
断
し
て
い
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
い
か
な
る

判
断
を
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
以
上
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
四
項
の
改
正
問
題
が
、
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
売
買
契
約
と
同
じ
規
律
内
容
を
有
す
る
請
負
契
約
に

つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
点
か
ら
日
本
法
が
受
け
る
示
唆
も
小
さ
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
筆
者
が
受
け
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
、
以
下
要

約
的
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

２

第
一
は
、
不
完
全
履
行
や
瑕
疵
担
保
が
問
題
と
な
る
場
合
に
お
け
る
、
双
務
契
約
の
有
償
性
・
対
価
性
と
い
う
問
題
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
わ
る
。
不
完
全
履
行
な
い
し
瑕
疵
担
保
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
契
約
解
除
の
場
合
の
原

状
回
復
の
内
容
（
範
囲
）
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
有
償
性
の
意
味
を
、
単
に
給
付
と
反
対
給
付
そ
れ
自
体
の
み
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に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
給
付
後
の
目
的
物
の
利
用
を
も
含
め
て
よ
り
実
質
的
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
反

対
給
付
、
対
価
と
し
て
の
金
銭
の
利
用
利
益
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、

契
約
の
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復
の
場
合
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
、
利
息
と
利
用
利
益
の
関
係
は
、
追
完
ま
で
の
瑕
疵
の
あ
る
物
の
利

用
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
買
主
／
注
文
者
が
追
完
ま
で
の
間
に
瑕
疵

の
あ
る
物
を
利
用
し
て
い
る
間
に
、
売
主
／
請
負
人
も
ま
た
す
で
に
受
領
し
た
代
金
／
報
酬
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
、
実
質
的
な
給
付
の
均
衡
は
保
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
最
低
限
、
追
完
ま
で
の

瑕
疵
の
あ
る
物
の
利
用
は
、
売
買
代
金
の
利
息
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
返
還
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
二
は
、
そ
れ
で
は
、
第
一
に
問
題
と
し
た
不
完
全
履
行
に
お
け
る
対
価
性
の
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
民
法
レ
ベ
ル
の
問
題

と
し
て
処
理
さ
れ
る
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
政
策
的
な
観
点
か
ら
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
今
回
の
問
題
が
最
終
的
に
は
消
費
用
動
産
売
買
指
令
に
ド
イ
ツ
民
法
が
違
反
し
て
い
る
と
い
う
構
図
か
ら
す
れ
ば
、
対
等

平
等
な
当
事
者
を
想
定
し
た
民
法
レ
ベ
ル
の
問
題
を
超
え
て
、
い
わ
ゆ
る
消
費
者
利
益
保
護
の
レ
ベ
ル
で
の
判
断
で
あ
る
よ
う
に
も

み
う
る
。
し
か
も
、
買
主
／
請
負
人
は
、
一
般
に
耐
用
年
数
の
延
び
た
新
規
の
物
の
給
付
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら

は
、
延
び
た
耐
用
年
数
こ
そ
、
相
互
の
収
益
（
売
主
／
請
負
人
は
代
金
／
報
酬
か
ら
の
収
益
、
買
主
／
注
文
者
は
、
瑕
疵
の
あ
る
物

／
仕
事
か
ら
の
収
益
）
を
超
え
て
、
不
当
利
得
と
な
る
収
益
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
う
る
。
日
本
法
に
お
い

て
す
で
に
紹
介
し
た
二
重
の
不
当
利
得
論
は
ま
さ
に
こ
の
点
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
を
民
法
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
消
費
用
動
産
売
買
指
令
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
論
拠
は
、
瑕
疵
の
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
買
主
／
請
負
人
の
救
済
準
則
（
体
系)

（
追
完
を
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一
次
的
救
済
と
し
、
解
除
、
減
額
、
損
害
賠
償
を
二
次
的
救
済
と
す
る
体
系
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
）
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
（
追

完
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
り
す
べ
て
の
救
済
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性)

。
こ
の
点
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
請
負
の
場
合

で
は
あ
る
が
、
瑕
疵
修
補
を
請
求
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
修
補
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
よ
い
と
す
る
の
が
判
例
お
よ
び
支

配
的
見
解
で
あ
る
。

(

�)

そ
う
す
る
と
、
日
本
法
の
場
合
に
は
、
よ
り
内
在
的
な
基
礎
づ
け
が
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
検
討
を
終
え
て
お
く
（
こ
の
点
は
、
結
び
に
代
え
て
、
で
若
干
言
及
す
る)

。

(

�)

こ
の
こ
と
を
、
す
で
に
古
積
・
前
掲
批
評
は
、
原
田
・
前
掲
（
第
一
部
第
一
章
（
注
文
者
の
新
規
製
作
請
求
権
）(

原
型
「
注
文
者

の
新
規
製
作
請
求
権
に
関
す
る
一
考
察

ド
イ
ツ
の
判
例
学
説
を
手
掛
か
り
と
し
て

」
法
学
論
叢
一
四
一
巻
五
号
、
同
一
四
三
巻

三
号
（
一
九
九
七
年
、
一
九
九
八
年
）
を
指
示
し
つ
つ
、
指
摘
し
て
い
た
。

(

�)

こ
の
論
理
は
、
か
つ
て
一
部
の
学
説
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
建
物
を
「
未
完
成
」
と
考
え
、
不
完

全
履
行
と
評
価
し
て
債
務
不
履
行
の
一
般
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
除
の
可
能
性
を
導
く
と
い
う
構
成
に
お
け
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
さ
に
、
民
法
六
三
五
条
の
解
釈
論
と
し
て
、「
瑕
疵
担
保
責
任
」
の
枠
内
で
も
解
除
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

(

�)

後
藤
勇
『
請
負
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
』(

判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
四
年
）
八
五
頁
〜
九
一
頁
。
な
お
、
原
田
剛
「
建
築

請
負
目
的
物
の
瑕
疵
と
損
害
賠
償
」
安
永
正
昭
・
鎌
田
薫
・
山
野
目
章
夫
編
『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
﹇
第
３
版]

』
一
五
八
頁
（
二
〇

〇
八
年
）
一
五
八
頁
（
一
五
九
頁)

。

(

�)

後
藤
・
前
掲
八
六
頁
〜
八
九
頁
。

(

�)

神
戸
地
裁
姫
路
支
部
判
平
成
七
年
一
月
三
〇
日
判
時
一
五
三
一
号
九
二
頁
（
一
二
年
経
過
の
事
例)

、
大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
一
二

月
一
八
日
欠
陥
住
宅
被
害
全
国
連
絡
会
議
編
『
消
費
者
の
た
め
の
欠
陥
住
宅
判
例
﹇
第
１
集]

』
八
四
頁
（
九
年
経
過
の
事
例)

。

(

�)

奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
﹇
増
補
版]

』(

一
九
九
二
年
）
一
六
一
頁
お
よ
び
一
六
二
頁
注(

�)

。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
重

点
は
、
も
と
よ
り
注
の
部
分
に
あ
る
。
債
権
総
論
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
当
事
者
の
対
価
性
の
実
体
に
及
ん
で
い
る
叙
述
は
、
管
見
の
限
り
、
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本
書
の
み
で
あ
る
。
こ
の
記
述
の
内
容
こ
そ
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）
に
見
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

(
�)
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録

[

法
務
図
書
館
版]

九
（
一
九
八
一
年
）
二
七
六
頁
（
穂
積
陳
重)

。

(

�)
我
妻
栄
『
債
権
各
論
上
巻
（
民
法
講
義
Ⅴ
１)』

（
一
九
五
四
年
）
一
九
五
頁
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
�１
（
契
約)』

（
二
〇
〇

五
年
）
一
九
五
頁
以
下
。

(

�)

判
例
は
、
物
の
利
用
利
益
の
返
還
を
不
当
利
得
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
。
大
判
昭
一
一
・
五
・
一
一
民
集
一
五
巻

八
〇
八
頁
（
家
屋
の
買
主
が
買
い
受
け
後
返
還
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
使
用
料)

、
最
判
昭
三
四
・
九
・
二
二
民
集
一
三
巻
一
一
号
一
四

五
一
頁
（
家
屋
の
売
買
の
場
合
で
買
主
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
の
事
案)

、
最
判
昭
五
一
・
二
・
一
三
民
集
三
〇
巻
一
号
一
頁
（
民

法
五
六
一
条
に
よ
る
解
除
の
場
合
に
も
使
用
利
益
の
返
還
が
妥
当
す
る
と
し
た
事
案)

。

(

�)

ド
イ
ツ
法
の
議
論
と
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
の
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
原
田
剛
「(

Ｅ
Ｃ
企
業
法
判
例
研
究
）
Ｅ
Ｃ
消
費
用
動
産
売

買
指
令
と
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
第
四
項
（
上
）(

下)

」
国
際
商
事
法
務
三
六
巻
八
号
一
〇
七
六
頁
・
同
九
号
一
二
二
二
頁
（
二
〇
〇

八
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

正
確
に
は
、「
消
費
用
動
産
の
売
買
お
よ
び
消
費
用
動
産
に
対
す
る
保
証
と
い
う
一
定
の
観
点
に
関
す
る
、
一
九
九
五
年
五
月
二
五

日
付
け
の
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令：

D
ire

ctiv
e

1
9

9
9

/4
4

/E
C

」
を
い
う
。
本
稿
で
は
、
断
わ
り
の
な
い
限
り
、
以
下
「
消
費
用

動
産
売
買
指
令
」
と
略
称
す
る
。

(

�)
B

T
-D

r
1

4
/6

0
4

0
,

S
.

2
3

2
f.

(

�)
�
�
�
��
�
��

�
-W

e
ste

rm
an

n
,

B
G

B
,

4
.

A
u

fl.
	

4
3

9
R

d
n

r.
1

7
;

S
tau

d
in

g
e

r
/M

atu
sh

e
-B

e
ck

m
an

n
,

B
G

B
(

2
0

0
4)

,
	

4
3

9
R

n
d

r.

5
6
.

(

	)
W

ag
n

e
r/M

ich
al,

Z
G

S
2

0
0

5
,

3
6

8
;

d
ie

s.,
V

u
R

2
0

0
6
,

4
6
;

S
ch

w
ab

,
Ju

S
2

0
0

2
,

6
3

0
[

6
3

6]
;

M
u

th
o

rst,
Z

G
S

2
0

0
6
,

9
0
;

S
ae

n
g

e
r/

Z
u

rlin
d
e

n
,

E
W

iR
2

0
0

5
,

8
1

9
;

W
in

k
e

lm
an

n
,

S
.

5
3

8
ff.

(


)
G

se
ll,

N
JW

2
0

0
3
,

1
9

6
9

ff.;
d

ie
s.,

Ju
S

2
0

0
6
,

2
0

3
[

2
0

4]
;

S
ch

w
ab

,
Ju

S
2

0
0

2
,

6
3

0
[

6
3

6]
;

H
o

ffm
an

n
,

Z
R

P
2

0
0

1
,

3
4

7
[

3
4

9]
;
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W
o

itk
e

w
itsch

,
V

u
R

2
0

0
5
,

1
.

(
�)

G
se

ll,
N

JW
2

0
0

3
,

1
9

6
9
;

d
ie

s.,
Ju

S
2

0
0

6
,

2
0

3
[

2
0

4]
.

(
�)

W
ag

n
e

r
/M

ich
al,

V
u

R
2

0
0

6
,

4
6
[

4
8]

;
d

ie
s.,

Z
G

S
2

0
0

5
,

3
6

8
[

3
7

2]
;
�
���

�
�
��

�����
JZ

2
0

0
6
,

4
9

5
.

(

�)
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
（
消
費
者
の
権
利)

�
売
主
は
消
費
者
に
対
し
消
費
用
動
産
の
交
付
ま
で
に
存
在
し
た
あ
ら
ゆ
る
契
約

違
反
に
対
す
る
責
任
を
負
う
。

�
契
約
違
反
に
お
い
て
は
、
消
費
者
は
、
第
三
項
の
基
準
に
従
い
、
修
補
も
し
く
は
代
物
給
付
に
よ
る
、
消
費
用
動
産
の
契
約
に
合
致

し
た
状
態
を
無
償
で
も
た
ら
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
か
、
ま
た
は
、
第
五
項
お
よ
び
第
六
項
の
基
準
に
従
い
、
当
該
消
費
用
動
産

に
関
し
、
代
金
の
相
当
な
減
額
も
し
く
は
契
約
の
解
除
に
向
け
ら
れ
た
請
求
権
を
有
す
る
。

�
消
費
者
は
、
ま
ず
、
こ
の
こ
と
が
不
能
で
な
く
ま
た
は
不
相
当
で
な
い
限
り
、
売
主
に
対
し
、
無
償
の
修
補
ま
た
は
無
償
の
代
物
給

付
を
請
求
し
う
る
。

救
済
が
売
主
に
と
っ
て
他
の
救
済
可
能
性
と
比
較
し
て
不
当
な
費
用
を
惹
起
す
る
場
合
に
は
、
救
済
は
不
相
当
と
み
な
さ
れ
る
。

修
補
ま
た
は
代
物
給
付
は
、
相
当
な
期
間
内
で
、
か
つ
、
消
費
者
に
と
っ
て
著
し
い
不
便
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、

消
費
用
動
産
の
種
類
お
よ
び
消
費
者
が
消
費
用
動
産
を
必
要
と
す
る
目
的
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
お
け
る
「
無
償
の
」
概
念
に
は
、
消
費
用
動
産
を
契
約
に
合
致
し
た
状
態
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
費

用
、
と
り
わ
け
、
運
送
費
、
労
働
費
お
よ
び
材
料
費
が
含
ま
れ
る
。

�
消
費
者
は
以
下
の
場
合
に
、
代
金
の
相
当
な
減
額
ま
た
は
契
約
の
解
除
を
請
求
し
う
る
。

消
費
者
が
修
補
請
求
権
も
代
物
請
求
権
も
有
し
な
い
場
合
、

売
主
が
相
当
な
期
間
内
に
救
済
を
し
な
か
っ
た
場
合
、

売
主
が
、
消
費
者
に
対
し
著
し
い
不
便
な
し
に
は
救
済
を
な
し
え
な
か
っ
た
場
合
。

(

	)

契
約
の
解
消
（
解
除)

、
減
額
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
の
こ
と
で
あ
る
。
(


)

原
田
剛
「(

Ｅ
Ｃ
企
業
法
判
例
研
究
）
Ｅ
Ｃ
消
費
用
動
産
売
買
指
令
と
ド
イ
ツ
民
法
第
四
三
九
条
第
四
項
（
上
）(

下)

」
国
際
商
事
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法
務
三
六
巻
八
号
一
〇
七
六
頁
・
同
九
号
一
二
二
二
頁
（
二
〇
〇
八
年)

。

(
�)

L
G

�
�
��
��
��
�	
�
�
�

,
U

rt.
v
.

2
2
.4

.2
0

0
5
,

N
JW

2
0

0
5
,

2
5

5
8
.

(
�)

O
L

G
�
�
��
��
��

,
U

rt.
v
.

2
3
.8

.2
0

0
5
,

N
JW

2
0

0
5
,

3
0

0
0
.

(

�)
B

G
H

V
o

rlag
e

b
e

sch
l.

v
.

1
6
.8

.2
0

0
6
,

JN
W

2
0

0
6
,

3
2

0
0
(

m
it

A
n

m
e

rk
u

n
g

S
te

p
h

an
L

o
re

n
z)

,
B

au
R

2
0

0
6
,

2
0

4
7
(

m
it

A
n

m
e

rk
u

n
g

R
o

lf
K

n
iffk

a)
.

(

�)
U

rt.
v
.

1
7
.0

4
.2

0
0

8

�

C
ase

�

4
0

4
/0

6
,

N
JW

2
0

0
8
,

1
4

3
3
.

な
お
、
本
判
決
の
全
文
は
、h

ttp
://cu

ria.e
u
.in

t/e
n

/in
d
e

x
.h

tm

か
ら
入

手
で
き
る
。
な
お
、
本
判
決
の
内
容
は
、
以
下
、｢

本
判
決
判
決
理
由
」
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

本
判
決
判
決
理
由
第
三
一
節
。

(

�)

本
判
決
判
決
理
由
第
三
三
節
。

(

�)

本
判
決
判
決
理
由
第
三
四
節
。

(

	)

本
判
決
判
決
理
由
第
三
九
節
。

(


)

本
判
決
判
決
理
由
第
四
一
節
。

(

�)

本
判
決
判
決
理
由
第
四
二
節
。

(

�)
L

o
re

n
z,

JN
W

2
0

0
6
,

3
2

0
0
(

3
2

0
3)

.

(

)
�
�
�
�
���

�
�
�

N
JW
－

E
d

ito
rial,

2
0

0
8
,

H
e

ft
2

0
;

L
o

re
n

z,
D

A
R
(

D
e

u
tsch

e
s

A
u

to
re

ch
t)

2
0

0
8
,

3
3

0
(

3
3

1)
.

(

�)
K

n
iffk

a,
B

au
R

2
0

0
6
,

2
0

4
7
(

2
0

5
1)

.

(

�)

最
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
〇
日
判
時
九
二
七
号
一
八
六
頁
。
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
』(

一
九
六
二
年
）
六
三
八
頁
（
も
っ
と

も
、
修
補
が
容
易
に
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
注
文
者
に
全
く
損
害
が
残
ら
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
信
義
則
に
よ
り
、

ま
ず
修
補
を
請
求
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る)

。
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第
二
章

瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
「
権
利
侵
害
」
性
│
│
平
成
一
九
年
判
決

一

事
案
の
概
要

本
件
で
問
題
と
な
る
九
階
建
て
の
共
同
住
宅
・
店
舗
と
し
て
建
築
さ
れ
た
建
物
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）(

本
件
建
物
と
い
う
）
は
、
昭

和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）
一
〇
月
に
Ａ
（
建
築
主
）
が
建
築
業
者
Ｙ２
と
の
間
で
、
三
億
六
六
〇
〇
万
円
（
こ
の
う
ち
、
五
六
〇
万

円
は
後
に
追
加
）
の
報
酬
額
で
締
結
さ
れ
た
建
築
請
負
契
約
に
も
と
づ
い
て
建
築
さ
れ
、
平
成
二
年
二
月
末
日
に
完
成
し
、
同
年
三

月
二
日
に
Ｙ２
か
ら
Ａ
に
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
同
年
五
月
二
三
日
に
、
Ｘ
ら
は
、
Ａ
か
ら
、
土
地
を
約
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
で
、
本
件
建
物
を
約
四
億
一
二
〇
〇
万
円

で
購
入
し
、
そ
の
引
き
渡
し
を
受
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
Ｘ
ら
は
、
平
成
六
年
六
月
ご
ろ
、
当
該
建
物
に
は
ひ
び
割
れ
や
鉄
筋
の
耐
力
低
下
等
の
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、

そ
の
こ
と
を
Ａ
に
主
張
し
、
Ｙ２
に
建
て
替
え
な
い
し
代
金
の
返
還
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
Ｙ２
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

平
成
八
年
七
月
に
、
こ
の
建
物
の
建
築
の
設
計
お
よ
び
工
事
監
理
を
し
た
Ｙ１
に
対
し
て
は
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
、

そ
の
施
工
者
で
あ
る
Ｙ２
に
対
し
て
は
、
請
負
契
約
上
の
地
位
の
譲
り
受
け
を
前
提
と
し
て
瑕
疵
担
保
責
任
に
も
と
づ
く
瑕
疵
修
補
費

用
ま
た
は
損
害
賠
償
も
し
く
は
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
、
Ｘ１
が
約
三
億
九
〇
〇
〇
万
円
、
Ｘ２
が
約
一
億
三
〇
〇
〇

万
円
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

(

�)

第
一
審

(

�)

は
、
Ｙ１
お
よ
び
Ｙ２
の
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
し
、
Ｘ
ら
に
対
し
七
二
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

原
審

(

�)

は
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
�
Ｘ
は
、
建
築
主
か
ら
、
Ｙ２
に
対
し
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
し
う
る
契
約
上
の
地
位
を
譲
り
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受
け
て
い
な
い
と
し
、
�
建
築
さ
れ
た
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
請
負
人
や
設
計
・
工
事
監
理
を
し
た
者
に
つ
い

て
当
然
に
不
法
行
為
の
成
立
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
請
負
人
が
注
文
者
等

の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
意
図
で
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
製
作
し
た
場
合
や
、
瑕
疵
の
内
容
が
反
社
会
性
あ
る
い
は
反
倫
理
性
を

帯
び
る
場
合
、
瑕
疵
の
程
度
・
内
容
が
重
大
で
、
目
的
物
の
存
在
自
体
が
社
会
的
に
危
険
な
状
態
で
あ
る
場
合
等
に
限
っ
て
、
不
法

行
為
責
任
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
、
と
の
一
般
論
を
述
べ
、
本
件
事
案
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
、

Ｘ
ら
の
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
請
求
も
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
ら
は
上
告
し
た
。

上
告
代
理
人
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
は
、「
第
一

事
案
の
概
要｣

、「
第
二

原
判
決
の
判
断
の
問
題
点
」(

１

請
負
契
約
に

基
づ
く
瑕
疵
担
保
責
任
履
行
請
求
権
の
譲
渡
、
２

不
法
行
為
の
成
立
要
件

３

瑕
疵
の
重
大
性)

、「
第
三
控
訴
審
審
理
の
問

題
点｣

、
か
ら
成
る
。
こ
の
う
ち
、
最
高
裁
は
、「
第
二
の
２
に
つ
い
て
」
答
え
て
い
る
。
第
二
の
２
の
要
点
は
、「
建
築
行
為
に
お

け
る
不
法
行
為
の
成
立
を
『
建
物
が
社
会
公
共
的
に
み
て
許
容
し
が
た
い
よ
う
な
危
険
な
建
物
に
な
っ
て
い
る
』
場
合
に
限
定
す
る

の
は
、
不
法
行
為
の
成
立
す
る
範
囲
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
」
り
、「
建
築
行
為
に
お
け
る
不
法
行
為
の
成
立
は
『
建
物
が

建
築
基
準
法
令
の
個
体
性
規
定
や
仕
様
規
定
に
違
反
し
、
社
会
的
に
み
て
許
容
し
が
た
い
建
物
で
あ
る
か
否
か
』
を
判
断
基
準
に
す

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

二

最
高
裁
判
所
の
判
断

最
高
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
前
述
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
（
第
二
の
２
）
で
指
摘
さ
れ
た
原
審
判
断
部
分
に
つ

き
、
上
告
人
ら
の
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
部
分
は
破
棄
を
免
れ
な
い
、
と
し
、「
本
件
建
物
に
建
物
と
し
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て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
か
否
か
、
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
り
上
告
人
ら
の
被
っ
た
損
害
が
あ
る
か
等
被
上

告
人
ら
の
不
法
行
為
責
任
の
有
無
に
つ
い
て
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
」
た
（
一
部
破
棄
差
戻

し)

。「
�
建
物
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
者
、
そ
こ
で
働
く
者
、
そ
こ
を
訪
問
す
る
者
等
の
様
々
な
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、

当
該
建
物
の
周
辺
に
は
他
の
建
物
や
道
路
等
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
建
物
は
、
こ
れ
ら
の
建
物
利
用
者
や
隣
人
、
通
行
人
等
（
以

下
、
併
せ
て
「
居
住
者
等
」
と
い
う
。）
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
な
安
全
性
を
備
え
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
安
全
性
は
、
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
建
物
の
建
築

に
携
わ
る
設
計
者
、
施
工
者
及
び
工
事
監
理
者
（
以
下
、
併
せ
て
「
設
計
・
施
工
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
建
物
の
建
築
に
当
た
り
、

契
約
関
係
に
な
い
居
住
者
等
に
対
す
る
関
係
で
も
、
当
該
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
が
欠
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
設
計
・
施
工
者
等
が
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
建
築
さ

れ
た
建
物
に
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
が
侵
害

さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
計
・
施
工
者
等
は
、
不
法
行
為
の
成
立
を
主
張
す
る
者
が
上
記
瑕
疵
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
前
提
と

し
て
当
該
建
物
を
買
受
け
て
い
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償

責
任
を
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
居
住
者
等
が
当
該
建
物
の
建
築
主
か
ら
そ
の
譲
渡
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
。

�
原
審
は
、
瑕
疵
が
あ
る
建
物
の
建
築
に
携
わ
っ
た
設
計
・
施
工
者
等
に
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
の
は
、
そ
の
違
法
性
が
強

度
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
建
物
の
基
礎
や
構
造
く
体
に
か
か
わ
る
瑕
疵
が
あ
り
、
社
会
公
共
的
に
み
て
許
容
し
難
い
よ
う
な
危
険
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な
建
物
に
な
っ
て
い
る
場
合
等
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
本
件
建
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
責
任
を
問
う
よ
う
な
強
度
の
違
法

性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
責

任
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
違
法
性
が
強
度
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
理
由

は
な
い
。
例
え
ば
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
手
す
り
の
瑕
疵
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
が
通
常
の
使
用
を
し
て
い
る
際
に
転
落

す
る
と
い
う
、
生
命
又
は
身
体
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
も
の
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
瑕
疵
が
あ
れ
ば
そ
の
建
物
に

は
建
物
と
し
て
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
建
物
の
基
礎
や
構
造
く
体
に
瑕
疵
が
あ
る
場

合
に
限
っ
て
不
法
行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
理
由
も
な
い
。」

三

本
件
事
案
の
特
徴
と
本
判
決
の
論
理

１

買
主
が
契
約
関
係
に
な
い
建
築
業
者
を
相
手
に
す
る
類
型

本
判
決
の
理
論
的
検
討
を
す
る
前
に
、
本
件
事
案
の
特
徴
と
論
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

(

�)

本
件
事
案
は
、
建
築
主
（
売
主
）
に
よ
っ
て
新
築
さ
れ
た
建
物
を
そ
の
者
か
ら
買
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い

て
は
、
買
主
の
責
任
追
及
の
相
手
方
の
可
能
性
は
、
�
売
主
、
�
請
負
人
（
施
工
者)

、
�
建
築
士
、
の
三
者
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ま
で
の
裁
判
例
で
は
、
売
主
に
対
す
る
責
任
追
及
が
も
っ
と
も
典
型
的
で
あ
る
が
、
本
件
事
案
と
の
関
係
か
ら
関
心
が
示
さ
れ
る

の
は
、
売
主
に
対
す
る
と
同
時
に
請
負
人
に
対
し
て
も
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
類
型
、

(

�)

さ
ら
に
は
、
前
者
の
類
型
に
加
え
て
工
事
監

理
を
お
こ
な
っ
た
建
築
士
に
対
し
て
も
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
。

(
�)

本
件
で
は
、
む
し
ろ
、
買
主
が
、
建
築
主
（
売
主
）
に
対
す
る
責
任
追
及
を
し
な
い
で
、
契
約
関
係
の
な
い
建
築
士
、
請
負
人
に
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対
し
て
、
責
任
追
及
を
し
た
事
案
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

(

�)

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
直、
接、
の、
契、
約、
関、
係、
に、
な、
い、
相
手
方
に
対
す

る
責
任
追
及
と
し
て
不
法
行
為
責
任
が
援
用
さ
れ
る
の
が
典
型
で
あ
り
、
同
時
に
、
本
件
事
案
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
建
築
主
（
売
主
）
の
契
約
上
の
地
位
（
な
い
し
権
利
）
の
承
継
を
前
提
と
し
て
債
権
者
代
位
権
構
成
で
責
任
追
及
を
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

(
�)

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
的
構
成
の
う
ち
、
不
法
行
為
構
成
を
と
り
挙
げ
て
検
討
す
る
。

２

本
判
決
の
論
理

一�

本
判
決
の
論
理
を
、
不
法
行
為
の
要
件
効
果
に
引
き
つ
け
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
整
理
し
う
る
。

建
物
は
、
そ
も
そ
も
「
基
本
的
な
安
全
性
」
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
物
建
築
に
携
わ
れ
る
設
計
・
施
工
者

等
は
、
建
物
の
有
す
べ
き
「
基
本
的
な
安
全
性
」
を
欠
か
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
う
（
以
下
、
便
宜
上
「
基
本
的

安
全
性
配
慮
義
務
」
と
い
う)

。
そ
れ
ゆ
え
、
①
設
計
・
施
工
者
等
が
、
こ
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
建
築
さ
れ
た
建
物
と
し

て
「
基
本
的
な
安
全
性
」
を
損
な
う
瑕
疵
が
あ
り
、
②
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に

は
、
③
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
④
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
不
法
行
為
に
よ
り
賠
償
責
任
を
負
う
。

以
上
の
判
例
の
論
理
を
整
理
す
れ
ば
、
�
被
害
者
は
、
居
住
者
等
（
建
物
利
用
者
、
隣
人
、
通
行
人
等
）
で
あ
り
、
�
被
侵
害
利

益
（
法
益
）
は
、
被
害
者
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
で
あ
り
、
�
「
基
本
的
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
と
こ
れ
ら
の
被
侵
害
利
益

の
侵
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
（｢

瑕
疵
」
の
存
在
「
に
よ
り｣)

、
④
そ
の
「
瑕
疵
」
と
「
基
本
的
安
全
性
配
慮
義

務
」
違
反
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
を
前
提
な
い
し
要
件
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二�

こ
の
よ
う
な
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
判
旨
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
件
の
よ
う
に
、
建
築
主
か
ら
建
物
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
被

害
者
に
入
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
全
く
問
題
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
か
か
る
者
の
類
型
を
超
え
た
広
範
な
一
般
化
が
お
こ
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な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
本
判
決
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
も
少
な
か
ら
ず
示
唆
を
与
え
る
。
つ

ま
り
、
本
件
判
決
が
「
欠
陥
」
建
物
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
本
判
決
の
い
う

不
法
行
為
の
内
実
は
、
そ
れ
ま
で
に
本
件
原
審
判
決
や
学
説
に
お
い
て
念
頭
に
お
か
れ
て
き
た
「
不
法
行
為
構
成
」
と
は
、
次
元
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
「
消
費
者
保
護
」
に
寄
与
す
る
も
の
か
を
よ
く
見
定
め
て
お
か
な
い
と
、
今

後
の
予
測
・
方
向
性
を
見
誤
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
後
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
本
判
決
が
、
い
わ
ゆ
る
「
強
度

の
違
法
性
」
論
を
否
定
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
の
評
価
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
す
る
。

３

本
判
決
の
意
義
を
確
認
す
る
た
め
の
問
題
提
起

一�

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
場
合
、
本
判
決
の
意
義
は
次
の
点
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
、
瑕
疵

の
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
施
工
者
等
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
つ
き
、
本
判
決
の
原
審
判
決
を
は
じ
め
下
級
審
の
判
断
の

間
に
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
、
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
る
見
解
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
強

度
の
違
法
性
」
を
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な
「
追
加
的
」
要
件
を
要
す
る
こ
と
な
し
に
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
施
工
者
等
に

対
す
る
不
法
行
為
成
立
の
一
般
的
要
件
を
示
し
、
も
っ
て
こ
の
分
野
の
法
解
釈
に
統
一
性
を
与
え
た
。
こ
の
点
に
意
義
が
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

二�

し
か
し
、
以
上
の
意
義
が
、
例
え
ば
、
本、
件、
の、
よ、
う、
な、
個、
別、
の、
事、
案、
に、
お、
い、
て、
、
必
然
的
に
原
告
（
買
主
）
に
有
利
な
結
果

を
も
た
ら
す
か
、
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
点
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
が
、
本
判
決
の

実
践
的
な
意
義
を
規
定
す
る
場
合
、
そ
の
評
価
に
お
い
て
困
難
を
伴
う
点
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
点
を
見

誤
ら
な
い
た
め
の
理
論
的
考
察
を
す
る
の
が
、
本
稿
の
重
要
な
課
題
で
も
あ
る
。
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そ
れ
は
、
ま
ず
、
本
判
決
が
、
本
件
原
審
判
決
に
い
う
「
強
度
の
違
法
性
」
論
を
否
定
し
た
こ
と
に
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お

い
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
す
る
。
こ
の
点
を
裏
か
ら
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
、
本
判
決
が
瑕
疵
の

あ
る
建
物
に
対
し
一
般
的
に
不
法
行
為
責
任
の
成
立
可
能
性
を
認
め
る
論
理
と
の
関
係
で
浮
か
び
上
が
る
の
が
、
契
約
（
給
付
）
利

益
論
（
後
述
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
上
な
い
し
契
約
法
上
の
責
任
（
瑕
疵
担
保
責
任
）
に
お
い
て
追
及
さ
れ
て
き

た
内
容
を
不
法
行
為
責
任
に
お
い
て
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
者
は
、
最
高
裁
が
こ
の
命
題
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
ま
ず
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
瑕
疵
の
あ
る
建
物
に
対
す
る
責
任
追
及
に
お
い
て
不
法
行
為

構
成
が
援
用
さ
れ
て
き
た
実
践
的
意
図
、
そ
の
克
服
の
方
向
性
、
こ
れ
ら
が
積
み
残
し
た
課
題
、
本
判
決
の
論
理
と
上
告
受
理
申
立

て
理
由
と
の
関
係
等
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
必
ず
し
も
論
理
的
順
序
と
は
い
え
な
い
が
、
項
を
改
め
て
上
記
の

論
点
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

四

諸
論
点
の
分
析

１

論
点
（
一
）

「
強
度
の
違
法
性
」
論
の
否
定

さ
て
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
買
主
か
ら
施
工
者
等
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
不
法

行
為
構
成
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
本
件
原
審
の
述
べ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
強
度
の
違
法
性
」
論
と
で
も
い
う

べ
き
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。

(

�)

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
強
度
の
違
法
性
」
論
も
、
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
に
依
拠
す

る
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

(

�)
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こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
に
述
べ
て
、
不
法
行
為
構
成
に
お
け
る
「
強
度
の
違
法
性
」
論
を
否
定
し
た
。
確

か
に
、
こ
の
点
に
平
成
一
九
年
判
決
の
重
要
な
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
強
度
の
違
法
性
」
論
が
主
張
さ
れ
る
以
前
の
下
級
審

の
裁
判
例
の
中
に
は
、
製
造
者
と
直
接
契
約
関
係
に
立
た
な
い
中
間
業
者
が
、
買
主
か
ら
修
補
費
用
を
請
求
さ
れ
瑕
疵
修
補
費
用
を

支
出
し
た
場
合
、
修
補
に
要
し
た
財
産
的
出
捐
を
製
造
者
に
対
し
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
と
し
て
賠
償
請
求
で
き
る
か
、
と
い

う
事
案
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
も
存
在
し
て
い
た
。

(

�)

「
消
費
者
又
は
利
用
者
が
商
品
を
買
受
け
た
と
こ
ろ
、
商
品
に
瑕
疵
が
あ
り
、
そ
の
瑕
疵
を
修
補
す
る
こ
と
な
く
使
用
す
る
と
き
は
右

瑕
疵
が
原
因
と
な
っ
て
消
費
者
又
は
利
用
者
が
人
的
又
は
財
産
的
損
害
を
蒙
む
る
こ
と
を
客
観
的
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
製

造
者
に
お
い
て
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
か
ゝ
る
瑕
疵
あ
る
商
品
を
製
造
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
右
瑕
疵
の
修
補
に
要
し
た
費
用
は
製
造
者

の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
と
し
て
製
造
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
中
間
業
者
が
消
費

者
又
は
使
用
者
に
転
売
す
る
た
め
自
ら
か
ゝ
る
瑕
疵
を
修
補
し
た
場
合
も
同
様
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
商
品
を
健
全
な

商
品
と
し
て
社
会
的
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
│
一
般
市
民
を
企
業
の
利

益
追
及
に
よ
っ
て
蒙
む
る
被
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
図
っ
た
製
造
者
責
任
論
の
目
的
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
／
と

こ
ろ
で
、
建
築
業
者
が
居
住
用
の
建
物
の
建
築
を
請
負
っ
た
場
合
、
請
負
契
約
の
本
旨
に
従
っ
て
工
事
を
施
工
す
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

…
…
建
築
基
準
法
そ
の
他
の
法
規
に
従
っ
て
工
事
を
施
工
し
、
火
災
や
人
の
生
命
身
体
に
対
す
る
危
険
な
い
し
衛
生
上
有
害
な
状
態
を
惹

起
す
る
瑕
疵
の
あ
る
建
物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
条
理
上
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
建
物
を

建
築
し
た
た
め
、
建
物
の
使
用
者
が
右
建
物
を
居
住
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
災
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
、
人
の
生
命
、
身
体
を
害

し
、
或
は
財
産
的
損
害
を
発
生
せ
し
め
た
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
製
造
者
責
任
と
し
て
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
か
ゝ
る
損
害
を
蒙
る
こ
と
を
客
観
的
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
予
め
瑕
疵
を
修
補
す
る
こ
と
に
要
し
た
費
用
に
つ
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い
て
も
同
様
に
賠
償
義
務
が
あ
る
」
と
（
傍
線
は
引
用
者)

。

こ
こ
に
引
用
し
た
、
下
級
審
判
例
が
典
型
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
瑕
疵
の
あ
る
建
築
物
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
追
及
の
主

眼
は
、
当
該
建
物
の
瑕
疵
自
体
に
関
す
る
修
補
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
責
任
に
お
い
て
追
及
さ
れ
る
べ
き
不

完
全
履
行
責
任
（
あ
る
い
は
そ
の
特
則)

、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
追
及
さ
れ
る
べ
き
責
任
内
容
を
、
不
法
行
為
責
任
に
お
い
て

追
及
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
不
法
行
為
責
任
の
追
及
に
お
い
て
重
要
と
さ
れ
る
要
件
と
し
て
は
、
瑕
疵
の

あ
る
建
物
の
建
築
を
も
っ
て
「
過
失
」
行
為
と
評
価
さ
れ
る
か
、
当
該
建
物
の
瑕
疵
を
修
補
す
る
費
用
（
瑕
疵
修
補
費
用
）
を
も
っ

て
「
被
侵
害
利
益
」
と
い
え
「
損
害
」
と
い
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
要
件
論

の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

２

論
点
（
二
）

契
約
責
任
・
不
法
行
為
責
任
峻
別
論
（
以
下
、
峻
別
論
）

一�

峻
別
論
の
内
容

そ
こ
で
、
本
判
決
の
法
解
釈
論
的
意
義
を
吟
味
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
判
決
が
否
定
し
た
と
さ
れ
る
「
強
度
の
違
法
性
」

論
が
、
い
か
な
る
論
理
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
い
ち
ど
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、「
強
度
の
違
法
性
論
」
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
本
判
決
の
不
法
行
為
構
成
の
理
論
的
意
義

と
そ
の
課
題
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
そ
の
結
論
を
先
取
り
し
て
お
け
ば
、「
強
度
の
違
法
性
」

論
の
前
提
に
は
、
売
主
／
請
負
人
の
契
約
責
任
（
瑕
疵
担
保
責
任
・
不
完
全
履
行
責
任
）
と
契
約
責
任
と
の
、
い
わ
ば
峻
別
論
が
背

景
に
あ
る
。
こ
の
点
を
少
し
敷
衍
し
て
お
こ
う
。
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か
つ
て
筆
者
は
、
下
級
審
の
裁
判
例
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
不
動
産
の
買
主
／
注
文
者
の
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
の
可
能
性

を
模
索
す
る
な
か
で
、
よ
り
広
く
「
修
補
」
費
用
請
求
の
法
的
構
成
問
題
の
若
干
の
分
析
を
し
た
際
、
買
主
／
注
文
者
が
不
法
行
為

構
成
に
よ
り
当
該
費
用
を
請
求
す
る
場
合
の
理
論
的
障
害
と
し
て
、
要
件
論
と
効
果
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
お
お
よ
そ
二
つ
の
点
を

み
て
い
た
。

(

�)
�
修
補
費
用
賠
償
（
効
果
論
）
は
、
売
主
／
請
負
人
の
契
約
責
任
（
瑕
疵
担
保
・
不
完
全
履
行
）
レ
ベ
ル
で
の
「
契
約

利
益
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
修
補
費
用
賠
償
は
、
不
法
行
為
責
任
の
対
象
外
で
あ
る
（
契
約
利
益
論)

。
�

�
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
要
件
論
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
修
補
費
用
が
前
提
と
な
る
瑕
疵
は
、
当
事
者
の
合
意
し
た
内

容
と
の
不
一
致
な
い
し
物
の
「
品
質
・
性
能
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
責
任
追
及
は
、
契
約
責

任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
瑕
疵
が
、
生
命
、
身
体
等
（
完
全
性
利
益
）
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
よ
う
な
瑕
疵
で
な
い
場
合
に
は
、
不

特
定
多
数
の
潜
在
的
買
主
に
対
し
て
不
測
の
損
害
（
生
命
、
身
体
等
（
完
全
性
利
益
）
に
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
程
度
の
そ
れ
）
を

被
ら
せ
な
い
よ
う
な
高
度
の
注
意
義
務
は
発
生
し
な
い
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
、
例
外
的
に
こ
の
よ
う
な
場
合
に
不
法
行
為
責
任
が
肯

定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
売
主
の
欺
罔
、
害
意
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、「
強
度
の
違
法
性
」
論
に
至
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

(

�)

二�

峻
別
論
が
念
頭
に
お
く
類
型

も
っ
と
も
、
以
上
の
整
理
か
ら
も
看
て
取
れ
る
よ
う
に
、
峻
別
論
が
当
初
に
お
い
て
前
提
と
し
て
い
た
類
型
は
、
必
ず
し
も
、
建

て
替
え
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
瑕
疵
（
本
判
決
と
の
関
連
で
い
え
ば
「
基
本
的
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵｣

）
が
存
在
す
る
よ

う
な
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
修、
補、
費、
用、
一、
般、
に、
つ、
い、
て、
、
不
法
行
為
構
成
に
よ
る
請
求
の
可
能
性
を
考
え
て
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い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
法
の

解
釈
論
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
「
瑕
疵
修
補
」
な
い
し
「
瑕
疵
修
補
費
用
」
と
い
っ
て
も
、
売
主
の
担
保
責
任
に
お
け
る
そ
れ
と
、

請
負
人
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
そ
れ
と
は
、
そ
の
規
範
的
意
味
内
容
を
含
め
、
法
的
な
存
在
意
義
な
い
し
機
能
が
大
き
く
異
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
売
買
の
場
合
と
請
負
の
場
合
と
で
、「
瑕
疵
修
補
」
の
規
範
的
意
味
の
相
違
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
、
不
法
行
為
構
成
を
援
用
す
る
意
味
が
異
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
項
を
改
め
て
説
明
し
て
お
こ
う
。

(

�)

三�

不
法
行
為
責
任
構
成
の
機
能
の
相
違

現
行
民
法
典
は
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
と
し
て
は
、
買
主
の
「
瑕
疵
修
補
」
請
求
を
明
文
上
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
議
論
や
下
級
審
に
お
け
る
裁
判
実
務
に
お
い
て
も
、
一
般
的
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
し
て
、
買
主
の
瑕
疵
修
補
請
求
が

認
め
ら
れ
う
る
か
と
い
う
点
が
、
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
に
お
い
て
は

す
で
に
瑕
疵
修
補
請
求
は
通
説
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
（
契
約
責
任
論
か
ら
は
完
全
履
行
請
求
権
か
ら
当
然
に
、
法
定
責
任

説
か
ら
も
信
義
則
、
取
引
慣
習
、
損
害
賠
償
の
方
法
、
当
事
者
の
合
理
的
意
思
な
ど
を
根
拠
と
し
て)

、
下
級
審
の
裁
判
例
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
瑕
疵
修
補
一
般
に
つ
い
て
肯
定
す
る
と
い
う
立
場
が
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
損

害
賠
償
の
側
面
か
ら
い
え
ば
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
と
い
う
彼
の
問
題
と
は
必
ず
し
も
直
接
リ
ン
ク
し
た
も
の
で
は

な
く
（
こ
こ
で
の
主
眼
は
特
定
物
（
住
宅
）
の
瑕
疵
修
補
許
否)
、
瑕
疵
修
補
費
用
は
、「
信
頼
利
益
」
な
の
か
「
履
行
利
益
」
な
の

か
の
問
題
と
も
関
連
し
、
現
在
に
お
い
て
も
、
明
確
な
結
論
が
出
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
も
そ
も
、「
信
頼
利
益
」
概
念
の
曖
昧
性
に
問
題
の
本
質
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

(

�)

現
在
で
も
こ
の
点
が
克
服
さ
れ
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
ま
た
、
仮
に
、「
信
頼
利
益
」
賠
償
に
一
般
の
修
補
費
用
は
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
建
替
え
費
用
」

法と政治 59巻 3号 (2008年 10月)

論

説

756

三
八



ま
で
含
ま
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(

�)

さ
ら
に
、
不
動
産
の
転
売
類
型
に
お
い
て
、
直
接
の
売
主
で
は
な
く
元
の
売
主
に

対
し
て
目
的
物
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
た
責
任
を
追
及
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
援
用
さ
れ
た
の
が
、
契
約
関

係
に
な
い
施
工
者
を
相
手
と
し
た
不
法
行
為
責
任
の
追
及
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
請
負
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
は
、
注
文
者
の
瑕
疵
修
補
請
求
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
六
三
四
条
一

項
本
文)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
解
釈
論
上
の
課
題
は
、
瑕
疵
修
補
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
建
て
替
え
が
認
め
ら
れ
う
る
か
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
損
害
賠
償
の
側
面
か
ら
い
え
ば
、
請
負
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
の
範

囲
は
、「
履
行
利
益
」
ま
で
を
含
む
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
問
題
は
、
そ
の
先
の
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
も
こ
の
履
行
利

益
に
含
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
す
で
に
、
平
成
一
四
年
判
決
の
検
討
の
際
に
指
摘

し
て
お
い
た
理
論
的
「
桎
梏
」
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
請
負
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
桎
梏
」
を
回
避
し
、
建
替
え
費
用
相
当

額
賠
償
の
可
能
性
を
模
索
し
て
構
成
さ
れ
た
の
が
、
請
負
人
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
構
成
だ
っ
た
の
で
あ
る
（｢

修
補
」｢

履
行
利

益
」
と
建
替
え
（
費
用
）
と
の
関
係
の
不
安
定
性)

(
�)

。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
施
工
者
に
対
す
る
責
任
追
及
は
、
注
文
者
の
場
合
に
は
、
瑕
疵
修
補
費
用
の
い
わ
ば
極
限
と
し
て

の
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
を
主
た
る
内
容
と
し
、
契
約
責
任
（
担
保
責
任
）
の
不
安
定
性
を
背
景
と
し
た
不
法
行
為
責
任
の
追
及

と
い
う
構
図
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
買
主
の
場
合
に
は
、
建
替
え
費
用
を
含
め
た
瑕
疵
修
補
費
用
一
般
に
つ
き
、
契
約
責
任
の
相

手
方
た
る
売
主
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
不
安
定
性
を
背
景
と
し
、
し
か
も
、
本
来
契
約
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
必
然

的
に
不
法
行
為
構
成
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
債
権
者
代
位
権
構
成
、
地
位
の
承
継
構
成
を
と
ら
な
い
限
り
）
と
い
う
事
情
が
存

在
し
て
い
る
。
加
え
て
、
以
上
の
二
つ
の
類
型
は
、
注
文
者
の
責
任
追
及
の
類
型
で
は
、
注
文
者
の
施
工
者
（
請
負
人
）
に
対
す
る
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責
任
追
及
は
、
典
型
的
な
（
同
一
主
体
間
の
）
請
求
権
競
合
の
問
題
が
生
じ
る
の
に
対
し
、
買
主
の
責
任
追
及
の
類
型
（
本
判
決
も

こ
の
類
型
）
は
、
い
わ
ば
異
主
体
間
に
お
け
る
請
求
権
競
合
を
生
じ
う
る
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
が
、
本
判
決
の
論
理
を
分
析
し
、
評
価
す
る
場
合
の
一
つ
の
視
点
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
る
。

四�

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
住
宅
品
質
確
保
促
進
法
）
に
よ
る
変
化

も
っ
と
も
、
以
上
の
う
ち
、

住
宅
品
質
確
保
促
進
法
の
制
定
（
平
成
一
一
年
法
律
第
八
一
号
）
に
よ
り
、
と
り
わ
け
、
新
築
住
宅
の
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
特

例
と
し
て
、
売
主
に
対
し
て
も
瑕
疵
修
補
責
任
が
明
文
上
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
同
法
九
五
条
一
項)

。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、

新
築
住
宅
に
関
し
て
は
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
は
、
同
じ
よ
う
に
妥
当
す
る
可
能

性
が
生
じ
る
。

(

�)

こ
の
点
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

３

論
点
（
三
）

峻
別
論
を
克
服
す
る
た
め
の
論
理
と
そ
の
問
題
点

一�

契
約
利
益
論
（
損
害
論
）

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
不
法
行
為
構
成
と
の
関
係
で
こ
の
問
題
を
と
ら
え
た
場
合
、
広
義
の
修
補
費
用
（
建
替
え
費
用
も
含

む
）
は
、
不
法
行
為
の
要
件
論
に
お
け
る
「
損
害
」
に
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
と
な
る
。
筆
者
は
、
平
成
一
四
年
判
決
が
登
場

す
る
以
前
ま
で
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。

こ
の
場
合
、
損
害
項
目
と
し
て
修
補
費
用
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
の
理
論
上
の
問
題
は
、
修
補
費
用
は
「
給
付
利
益
」

に
関
係
し
、
そ
れ
ゆ
え
契
約
不
実
現
段
階
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
契
約
責
任
で
処
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
点
に
あ
る
。

(

�)

こ
の
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
「
信
頼
利
益
」
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と
修
補
費
用
と
の
関
係
で
あ
り
、
請
負
人
の
担
保
責
任
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
「
履
行
利
益
」
と
建
替
え
費
用
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
、「
瑕
疵
損
害
」
と
「
瑕
疵
結
果
損
害
」
と
の
対
比
で
眺
め
た
場
合
、「
契
約
利
益
」
に
関
わ
る
も
の
が
「
瑕
疵
損

害
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
瑕
疵
結
果
損
害
」
は
、
わ
が
国
お
い
て
は
、
拡
大
損
害
の
問
題
と
さ
れ
、
債
務
不
履
行
や
不

法
行
為
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
相
当
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。

(

�)

な
お
、
不
動
産
は
そ
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
製
造
物
責
任
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
損
害
の
主
要
な
対
象
は
、
こ
の
「
瑕
疵
結
果
損
害
」
の
場

合
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
仮
に
、
前
者
に
お
い
て
修
補
費
用
は
「
信
頼
利
益
」
に
含
ま
れ
な
い
と
し
、
後
者
に
お
い
て
建
替
え
費
用

は
「
履
行
利
益
」
に
含
ま
れ
な
い
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
も
や
は
「
給
付
利
益
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
念
が
生
じ
う
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
損
害
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
前
者
の
場
合
の
修
補
費
用
、

後
者
の
場
合
の
建
替
え
費
用
は
、
給
付
利
益
と
は
関
係
な
い
も
の
と
し
て
、
不
法
行
為
構
成
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
費
用
を
賠
償
の
範

囲
に
含
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
と
の
競
合
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
可
能

性
が
生
じ
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
後
者
の
建
替
え
費
用
と
関
連
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
平
成
一
四
年
判
決
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
請
負
人
が
重
大
な
瑕
疵
に
よ
り
民
法
六
三
四
条
二
項
に
も
と
づ
き
、「
契
約
の
履
行
責
任
に
応
じ
た
」

も
の
と
し
て
建
替
え
費
用
相
当
額
の
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
平
成
一
四
年
判
決
が
出
て
以

降
に
お
い
て
は
、
契、
約、
利、
益、
論、
の、
レ、
ベ、
ル、
に、
お、
い、
て、
は
、
少
な
く
と
も
、「
仮
託
構
成
」
と
し
て
の
不
法
行
為
構
成
に
依
拠
し
た
責

任
追
及
は
脱
落
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二�

瑕
疵
論

も
っ
と
も
、
よ
り
問
題
と
な
る
の
は
、
瑕
疵
に
関
連
し
た
要
件
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
し
、
筆
者
は
か
つ
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
。
少
し
長
く
な
る
が
、
本
判
決
の
論
理
と
比
較
の
た
め
に
も
、
関
連
す
る
個
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

(

�)

「
仮
に
、
不
法
行
為
責
任
構
成
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
当
該
目
的
物
の
瑕
疵
、
お
よ
び
、
過
失
の
具
体
的
内
実
で
あ
る
行

為
義
務
違
反
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
／
そ
の
前
提
と
し
て
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
本
章
で

取
り
上
げ
た
大
多
数
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
、
土
地
お
よ
び
建
物
の
瑕
疵
は
、
そ
れ
が
人
の
生
命
、
身
体
、
健
康
あ
る
い
は

他
の
財
産
へ
の
侵
害
の
危
険
を
内
包
し
た
性
質
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
建
物
の
瑕
疵
の

判
断
基
準
と
し
て
、
建
築
基
準
法
上
の
規
定
が
援
用
さ
れ
る
場
合
に
端
的
に
現
れ
る
。
建
築
基
準
法
が
『
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、

設
備
及
び
用
途
に
関
す
る
最
低
の
基
準
を
定
め
て
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
を
図
』
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
る
（
第
一
条
）
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
建
築
物
に
お
け
る
『
瑕
疵
』
概
念
に
は
、

す
で
に
、
物
の
『
品
質
、
性
能
』
と
い
う
内
実
を
超
え
て
『
安
全
性
』
と
い
う
要
素
が
当
然
に
入
り
込
ん
で
い
る
、
と
い
い
得
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
、『
瑕
疵
』
概
念
が
製
造
物
責
任
法
に
い
う
『
欠
陥
』
概
念
の
内
実
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
瑕
疵
概
念
は
主
と
し
て
『
品
質
・
性
能
』
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
と
、『
欠
陥

概
念
』
を
含
む
性
質
の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
、
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
法
性
や
責
任
（
過
失
）
も
、
よ
り
容
易
に
肯
定

さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
と
な
る
。
／
こ
の
点
で
問
題
と
な
る
の
が
、
特
に
、
建
築
物
の
瑕
疵
の
質
に
関
連
し

て
過
失
（
客
観
的
行
為
義
務
）
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
設
定
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
欠
陥
概
念
の
内
実

を
含
む
瑕
疵
の
存
在
は
、
す
で
に
そ
の
こ
と
に
よ
り
過
失
が
肯
定
さ
れ
る
前
提
と
な
り
得
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
本
章
で
と
り
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あ
げ
た
裁
判
例
の
多
く
は
、
瑕
疵
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
な
、
予
見
義
務
（
事
前
の
調
査
義
務)

、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
行
為
義
務

（
結
果
回
避
義
務
）
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
過
失
を
認
定
し
、
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
す
る
、
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、『
侵
害
行
為
』
と
し
て
い
か
な
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
問
題

と
な
る
と
こ
ろ
、
売
主
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
あ
る
建
築
物
を
売
却
し
た
こ
と
（
流
通
に
お
い
た
こ
と)

、
請
負
人
に
お
い
て
は
、
瑕

疵
あ
る
建
築
物
を
建
築
し
た
こ
と
、
を
も
っ
て
侵
害
行
為
と
し
て
い
る
、
と
い
い
得
る
の
か
。」
と
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
仮
に
不
法
行
為
構
成
に
よ
り
「
建
替
え
費
用
」
を
請
求
し
た
と
し
て
も
、
先
に
検
討
し
た
契
約
利
益
論
と
抵

触
し
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
瑕
疵
の
内
実
を
類
型
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
利
益
論
が
前
提
と
す
る
瑕
疵
は
、
通

常
の
品
質
・
性
能
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
、
完、
全、
性、
利、
益、
と、
の、
関、
係、
で、
の、
安、
全、
性、
に、
ま、
で、
及、
ぶ、
「
瑕、
疵、
」
に
つ
い

て
は
、
も
は
や
契
約
利
益
論
の
拘
束
を
受
け
な
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
よ
り
明
確
に
示
す
た
め
に
、
製

造
物
責
任
法
に
お
け
る
「
欠
陥
」
概
念
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
製
造
物
責
任
法
が
不
動
産
を
対
象
と
し
て
い
な

い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
措
き
、
民
法
の
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
以
上
、「
瑕
疵
」(

以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
内

実
は
製
造
物
責
任
法
が
予
定
す
る
「
欠
陥｣

）
の
存
在
自
体
に
よ
り
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
故
意
ま
た
は
過
失
行
為

を
必
要
と
す
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
請
負
人
の
い
か
な
る
行
為
を
も
っ
て
、
不
法
行
為
上
の
過
失
（
行
為
）
と
評
価
し
う
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
た
。

４

論
点
（
四
）

峻
別
論
を
克
服
す
る
論
理
の
陥
穽

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
、「
峻
別
論
を
克
服
す
る
た
め
の
論
理
」
に
は
、
現
時
点
か
ら
振
り
返
る
と
、
吟
味
の
不
充
分
さ
な
い

し
欠
落
が
存
在
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
の
な
く
、
そ
れ
は
、「
損
害
」
論
の
側
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
建
物
の
瑕
疵
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と
の
関
係
で
の
過
失
（
行
為
）
論
に
お
い
て
は
、
正
当
に
も
、
そ
れ
を
「
欠
陥
」
概
念
に
引
き
つ
け
つ
つ
、「
土
地
お
よ
び
建
物
の

瑕
疵
は
、
そ
れ
が
人、
の、
生、
命、
、
身、
体、
、
健、
康、
あ、
る、
い、
は、
他、
の、
財、
産、
へ、
の、
侵、
害、
の、
危、
険、
を
内
包
し
た
性
質
を
有
し
て
い
る
」
と
し
て
、

単
な
る
合
意
内
容
、
品
質
を
超
え
た
「
安
全
性
」
を
指
摘
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
損
害
論
に
お
い
て
、
当
該
瑕
疵
あ
る
建
物
自
体
の

建
替
え
費
用
を
も
っ
て
履
行
利
益
賠
償
の
範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
み
か
ら
、
不
法
行
為
上
の
「
損
害
」
と
考
え
て
い
る
点
に

存
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、「
被
侵
害
利
益
（
法
益)｣

・｢

損
害
」
に
対
す
る
分
析
が
不
足
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
が
、
平
成
一
四
年
判
決
に
よ
り
「
契
約
の
履
行
責
任
に
応
じ
た
」
も
の
と

認
め
ら
れ
れ
ば
「
仮
託
」
と
し
て
の
不
法
行
為
構
成
は
不
要
と
な
る
、
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
（
な
い
し
展
望
し
て
い

た
）
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
自
体
が
、
よ
り
本
質
的
に
言
う
な
ら
ば
、
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
（
完
全

性
利
益
）
に
対
す
る
安
全
性
に
か
か
わ
る
瑕
疵
の
あ
る
建
物
自
体
を
「
被
侵
害
利
益
」
な
い
し
そ
れ
を
回
復
す
る
た
め
の
建
替
え
費

用
を
も
っ
て
「
損
害
」
と
評
価
す
る
こ
と
を
、
前
提
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、「
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
が
問
題
と
な
る
建
物
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
成
立
可
能

性
に
つ
い
て
は
、「
被
侵
害
利
益
」
論
、「
損
害
」
論
の
検
討
が
、
さ
ら
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

５

論
点
（
五
）

上
告
受
理
申
立
て
理
由
と
の
関
係
で
の
本
判
決
の
論
理
再
考

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
着
目
し
、
改
め
て
本
判
決
の
論
理
を
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
判
旨
は
、
上
告
受
理
申
立
て
理
由
第
二

の
２
に
対
し
て
答
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
建
築
行
為
に
お
け
る
不
法
行
為
の
成

立
を
『
建
物
が
社
会
公
共
的
に
み
て
許
容
し
が
た
い
よ
う
な
危
険
な
建
物
に
な
っ
て
い
る
』
場
合
に
限
定
す
る
の
は
、
不
法
行
為
の
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成
立
す
る
範
囲
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
」
り
、「
建
築
行
為
に
お
け
る
不
法
行
為
の
成
立
は
『
建
物
が
建
築
基
準
法
令
の
個

体
性
規
定
や
仕
様
規
定
に
違
反
し
、
社
会
的
に
み
て
許
容
し
が
た
い
建
物
で
あ
る
か
否
か
』
を
判
断
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
要
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
不
法
行
為
成
立
論
に
お
け
る
主
眼
は
、「
瑕
疵
」(｢

過
失｣

）
論
で
あ
る
。
被
侵
害
利

益
論
・
損
害
論
は
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
が
当
然
に
前
提
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

そ
れ
ゆ
え
、
上
告
受
理
申
立
て
理
由

の
第
二
の
２
に
対
し
て
答
え
て
い
る
判
旨
も
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
み
答
え
て
い
る
、
と
み
る
の
が
素
直
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
判
旨
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
を
よ
り
一
般
的
に
定
立
し
、
し
か
も
、
被
侵
害
利
益
に
つ
い
て

は
、「
そ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
が
侵
害
さ
れ
た
場
合｣

、
と
し
、
損
害
に
つ
い
て
は
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
生
命
、
身
体
」
は
明
ら
か
に

｢

完
全
性
利
益｣

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、「
バ
ル
コ
ニ
ー
の
手
す
り
の
瑕
疵
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
居
住
者
等
が
通
常
の
使
用
を
し
て
い
る
際
に
転
落
す
る
と
い

う
、
生
命
又
は
身
体
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
も
の
も
あ
り
得
る｣

、
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
財
産
」
の
み
が
、
当

該
瑕
疵
あ
る
建
物
自
体
を
含
む
と
い
う
論
理
を
読
み
込
む
こ
と
が
、
こ
の
段
階
で
何
ら
か
の
論
理
を
媒
介
に
し
な
い
で
果
た
し
て
可

能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
苦
し
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
生
命
、
身
体
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
の
「
財
産
」
も
ま
た
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
以
外
の
財
産
、
と
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
、「
生
命
、
身
体
、
財
産
」
の
う
ち
、
な
に
ゆ
え
に
財
産
の
み
が
、
瑕
疵
か

ら
生
じ
た
損
害
に
、
瑕
疵
の
あ
る
当
の
建
物
が
入
る
の
か
の
説
明
も
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
さ
ら
に
、
被
害
者
と
し
て
、

隣
人
、
通
行
人
等
を
含
む
広
範
な
「
居
住
者
等
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
判
旨
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
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瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
譲
受
人
（
買
主
）
も
、「
居
住
者
等
」
の
一
類
型
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(

�)

６

論
点
（
六
）

民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
と
関
連
づ
け
た
議
論

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
は
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
の
う
ち
、
建
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
部
分
に
お
け
る
要
件
論
に
関
し
て
の

み
そ
の
意
義
を
明
確
に
し
た
、
す
な
わ
ち
、「
強
度
の
違
法
性
論
」
を
否
定
し
、
よ
り
一
般
的
な
要
件
を
定
立
し
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
本
判
決
を
、
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
と
関
係
づ
け
る
注
目
す
べ
き
見
解
が
あ
る
。

(

�)

本
判
決
は
、

「
民
法
七
一
七
条
を
意
識
し
」｢

建
物
の
安
全
性
の
確
保
」
を
明
確
に
し
た
点
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
は
筆
者
も
ま
っ

た
く
同
感
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
論
者
も
自
覚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
民
法
七
一
七
条
に
よ
る
工
作
物
責
任
を
も
っ
て
し
て

も
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
自
体
を
被
侵
害
利
益
と
し
、
そ
の
た
め
の
修
補
費
用
を
も
っ
て
買
主
が
損
害
賠
償
責

任
を
負
う
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
を
民
法
七
一
七
条
の
土
地
工
作

物
責
任
と
関
連
づ
け
る
場
合
に
は
、
被
侵
害
利
益
（
法
益)

、
損
害
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
か
え
っ
て
、
現
行
民
法
体
系
上
、
た
と
え

民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
責
任
構
成
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
建
物
の
基
本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
の
あ
る
建
物
自
体
を
被
侵

害
法
益
と
し
、
瑕
疵
を
除
去
す
る
た
め
の
修
補
費
用
を
も
っ
て
損
害
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
炙
り
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
土
地
工
作
物
責
任
は
、
現
行
法
上
は
あ
く
ま
で
、「
土
地
の
工
作
物
の
設
置
ま
た
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
生
じ
た
」
場
合
に
、
工
作
物
の
占
有
者
な
い
し
所
有
者
が
「
被
害
者
に
対
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
」

で
あ
り
（
民
法
七
一
七
条
一
項)

、
こ
こ
で
は
、
他
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
な
ど
の
完
全
性
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
瑕
疵
の
あ
る
土
地
工
作
物
は
、
い
わ
ば
危
険
源
で
あ
り
、
人
の
行
為
に
よ
る
一
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般
的
不
法
行
為
責
任
と
は
異
な
り
、
物
に
つ
い
て
の
不
法
行
為
を
認
め
る
も
の
で
、
瑕
疵
の
あ
る
工
作
物
は
危
険
源
で
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
自
体
を
被
侵
害
利
益
と
は
前
提
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
工
作
物
責
任
の
規
定
に
は
、
所
有
者
、
占
有
者
が
賠
償
し
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
等
に
原
因
を
与
え
た
者
（
ま
さ
に
本
件

の
よ
う
な
施
工
者
）
に
対
し
て
求
償
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
民
法
七
一
七
条
三
項)

。
ま
た
、
こ
の
規
定
の
前
提
と
し
て
、
多
数

説
は
、
施
工
者
の
よ
う
に
原
因
を
与
え
た
者
の
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
に
も
と
づ
く
）
を
認
め
、

(

�)

被
害
者
は
、
所
有
者
、

占
有
者
以
外
に
も
、
こ
の
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
責
任
は
不
真
正
連
帯

の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
�)

し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
あ
く
ま
で
、
設
置
ま
た
は
保
存
に
瑕
疵
の
あ
る
工
作
物
か
ら
、
完
全
性

利
益
に
対
す
る
侵
害
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
現
行
法
上
は
、
瑕
疵
の
あ
る
工
作
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
対
し
て
不
法
行
為
法
上
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
は

予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五

小
括

本
判
決
の
意
義
と
射
程

以
上
の
分
析
を
も
と
に
し
て
、
改
め
て
本
判
決
の
意
義
を
整
理
し
、
そ
の
射
程
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

１

本
判
決
の
意
義
は
次
の
点
に
あ
ろ
う
。
第
一
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
施
工
者
等
の
不
法
行
為
責
任
が

肯
定
さ
れ
う
る
か
、
仮
に
肯
定
さ
れ
う
る
と
し
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
要
件
の
も
と
で
肯
定
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
学
説
や
下

級
審
の
裁
判
例
に
お
い
て
不
統
一
で
あ
っ
た
、
そ
の
点
を
統
一
し
た
点
に
あ
る
。
第
二
の
意
義
は
、
そ
の
場
合
、
施
工
者
等
の
不
法

行
為
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
場
合
の
要
件
と
し
て
、
一
方
で
、「
強
度
の
違
法
性
」
論
を
排
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除
し
、
他
方
で
、
施
工
者
等
に
「
建
物
の
と
し
て
の
安
全
性
配
慮
義
務
」
を
設
定
し
た
こ
と
、
こ
の
義
務
違
反
に
よ
り
建
物
の
「
基

本
的
な
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
（
瑕
疵
）
に
よ
っ
て
完
全
性
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ

て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
不
法
行
為
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
整
理
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
の
重
要
な
意
義
は
、
建
物
の
有
す
る
属
性
お
よ
び
社
会
的
性
格
か
ら
し
て
、
設
計
・
施

工
者
等
に
「
建
物
の
安
全
性
へ
の
配
慮
義
務
」
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
義
務
違
反
か
ら
法

益
侵
害
が
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
義
務
違
反
と
法
益
侵
害
の
間

に
「
建
物
の
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
の
存
在
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
安

全
性
配
慮
義
務
」
違
反
（
過
失)
↓
法
益
侵
害
↓
損
害
の
発
生
、
で
は
な
く
、「
安
全
性
配
慮
義
務
」
違
反
↓
瑕
疵
の
存
在
↓
法
益
侵

害
↓
損
害
の
発
生
、
と
い
う
図
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
式
は
、
一
見
す
る
と
、「
瑕
疵
」
か
ら
法
益
侵
害
が
発
生
し
、
そ
の

結
果
、
損
害
が
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
、
製
造
物
責
任
を
認
め
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で

も
義
務
違
反
に
よ
り
法
益
侵
害
が
あ
り
、
損
害
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
一
般
不
法
行
為
の
定
式
を
前
提
と
す
る
と
、「
安
全
性
配
慮

義
務
」
と
法
益
侵
害
と
の
間
に
「
瑕
疵
」
の
存
在
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
建
物
の
安
全
性
を
損
な
う
瑕
疵
」
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、「
安
全
性
配
慮
義
務
」
違
反
（
過
失
）
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

こ
の
点
も
重
要
な
意
義
で
あ

る
。２

こ
れ
に
対
し
、
以
上
の
指
摘
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
被
侵
害
利
益
の
な
か
に
（
建
物
の
基
本
的
な
安
全
性

を
損
な
う
）
瑕
疵
が
あ
る
建
物
自
体
が
含
ま
れ
る
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
瑕
疵
修
補
費
用
が
「
損
害
」
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
、

本
判
決
は
直
接
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、「
瑕
疵
」
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
「
生
命
、
身
体
又
は
財
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産
」
と
い
う
、
本
判
決
の
定
式
化
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
瑕
疵
」
の
あ
る
建
物
自
体
は
、
原
則
と
し
て
被
侵
害
利
益

と
し
て
の
「
財
産
」
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
瑕
疵
の
あ
る
物
（
建
物
）
の
所
有
権
を
獲
得
さ
せ
る
行
為
は

当
該
建
物
の
所
有
権
侵
害
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
Ｘ
ら
は
売
買
契
約
の
際
に
融
資
を
受
け
た
銀
行
へ
の
返
済
が
困
難
と
な
り
、
平
成
一
四
年
六
月
に
、
本
件
土

地
お
よ
び
建
物
に
設
定
さ
れ
て
い
た
抵
当
権
が
実
行
さ
れ
、
競
売
に
よ
り
第
三
者
に
売
却
さ
れ
た
。

(

�)

大
分
地
判
平
成
一
五
年
二
月
二
四
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
六
九
九
頁
の
参
考
判
例
。

(

�)

福
岡
高
判
平
成
一
六
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
一
巻
五
号
一
六
九
九
頁
の
参
考
判
例
、
金
融
・
商
事
判
例
一
二
八
〇
号
二
〇
頁
（
二

七
頁)

。

(

�)

原
田
・
前
掲
三
〇
〇
頁
〜
三
〇
四
頁
（
表)

、
三
〇
八
頁
〜
三
〇
九
頁
、
三
一
七
頁
〜
三
一
九
頁
の
整
理
を
参
考
に
し
て
い
る
。

(

�)

東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
九
日
金
融
・
商
事
判
例
三
〇
〇
号
五
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
六
月
三
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三

〇
号
二
八
七
頁
（
前
者
の
控
訴
審)

、
横
浜
地
判
昭
和
六
〇
年
二
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
四
号
二
三
八
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
年

二
月
二
七
日
判
時
一
三
六
五
号
七
九
頁
、
大
阪
地
判
平
成
三
年
六
月
二
八
日
判
例
時
報
一
四
〇
〇
号
九
五
頁
、
神
戸
地
判
平
成
九
年
八
月

二
六
日
『
消
費
者
の
た
め
の
欠
陥
住
宅
裁
判
例
﹇
第
１
集]

』
四
〇
頁
、
神
戸
地
判
平
成
九
年
九
月
八
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
一
一
四

頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
五
二
号
四
〇
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
『
消
費
者
の

た
め
の
欠
陥
住
宅
裁
判
例
﹇
第
１
集]

』
八
四
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
三
号
一
三
八
頁
、
京
都

地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
。

(

�)

大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
七
月
二
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
五
二
号
四
〇
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
『
消
費
者
の

た
め
の
欠
陥
住
宅
裁
判
例
﹇
第
１
集]

』
八
四
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
三
号
一
三
八
頁
、
京
都

地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
。

(

�)

本
件
建
物
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
は
建
築
主
が
請
負
人
（
建
築
業
者
）
か
ら
、
建
物
が
完
成
し
た
と
し
て
引
き
渡
し
を
受
け
た
時
（
平
成
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三
年
三
月
二
日
）
か
ら
約
二
ヶ
月
半
過
ぎ
（
同
年
五
月
二
三
日
）
に
売
買
契
約
を
締
結
し
、
同
日
引
き
渡
し
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

「
転
売
」
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
「
新
築
住
宅
」
の
売
買
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
告
は
な
に
ゆ
え
に
売

主
（
建
築
主
）
に
対
し
す
る
責
任
追
及
を
し
な
い
で
、
建
築
業
者
に
対
す
る
責
任
追
及
を
し
た
の
か
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
、
幸
田
雅

弘
「
欠
陥
住
宅
訴
訟

施
工
業
者
の
責
任
を
認
め
る
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
八
号
一
八
頁
に
よ
る
と
、
本
件
建
物
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
は
、

「
建
築
途
中
か
ら
、『
建
築
中
物
件
』
と
し
て
売
り
に
出
さ
れ｣

、
売
買
契
約
は
上
記
の
よ
う
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
完
成
し
た
約
二
ヶ
月
半
に

お
こ
な
わ
れ
た
も
の
の
、
原
告
ら
は
、「
完
成
前
か
ら
建
築
現
場
の
進
行
状
況
の
説
明
を
受
け
る
な
ど
、
建
築
会
社
か
ら
『
施
主
』
扱
い

を
受
け
て
い
た
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
本
来
な
ら
ば
売
買
契
約
に
基
づ
い
て
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
『
売
り
主
』
を
被
告
と
す
る
の

が
通
常
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
契
約
関
係
に
な
か
っ
た
建
築
業
者
と
設
計
事
務
所
ら
を
直
接
、
被
告
と
し
て
訴
え
た
と
い
う

特
殊
な
事
情
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
第
一
審
判
決
に
よ
れ
ば
、
売
主
の
担
保
責
任
追
及
と

の
関
係
で
は
除
斥
期
間
の
問
題
が
関
係
し
て
い
な
い
で
も
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

こ
の
部
分
は
、
そ
の
他
の
上
告
受
理
申
立
て
理
由
が
上
告
受
理
の
決
定
お
い
て
排
除
さ
れ
た
め
、
上
告
棄
却
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
す
で
に
、
前
掲
の
、
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
六
月
三
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
〇
号
二
八
七
頁
、
神
戸
地
判

平
成
九
年
九
月
八
日
判
例
時
報
一
六
五
二
号
一
一
四
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
三
号
一
三
八
頁
に

お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
三
一
七
頁
〜
三
一
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)

後
藤
・
前
掲
一
〇
八
頁
。
こ
こ
で
は
、
弁
護
士
費
用
の
賠
償
を
認
め
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
の
論
理
が
一
般
化
さ
れ
、「
請
負
人
が
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
で
も
、
注
文
者
の
権
利
を
積
極
的
に
侵
害
す

る
意
思
で
瑕
疵
あ
る
建
物
を
建
築
し
た
場
合
等
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
請
負
人
は
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
解

す
べ
き
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

前
掲
・
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
九
日
金
融
・
商
事
判
例
三
〇
〇
号
五
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
は
、
控
訴
審
（
東
京
高
判

昭
和
五
〇
年
六
月
三
〇
日
判
タ
三
三
〇
号
二
八
七
頁
）
で
、
覆
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
原
田
・
前
掲
二
三
三
頁
〜
二
三
七
頁
に
事
案
の
簡

単
な
紹
介
を
し
て
い
る
。
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(

�)

原
田
・
前
掲
三
〇
七
頁
〜
三
三
一
頁
。

(
�)

原
田
・
前
掲
三
一
六
頁
〜
三
一
七
頁
、
三
二
一
頁
〜
三
二
二
頁
。
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
七
日
東
高
時
報
三
七
巻
一
〜
三
号

九
頁
（
原
田
・
前
掲
二
四
一
頁
で
紹
介)

。

(

�)
こ
の
点
を
、
筆
者
は
、
原
田
・
前
掲
三
二
六
頁
〜
三
二
八
頁
に
お
い
て
、
売
買
の
場
合
と
請
負
の
場
合
と
に
区
別
し
、「
不
法
行
為

責
任
構
成
を
問
題
と
す
る
前
提
的
法
状
態
」
と
し
て
、
言
及
し
て
お
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
指
摘
は
、
両
者
に
お
い
て
（
特
に
売

買
の
場
合)
、
建
替
え
費
用
相
当
額
賠
償
の
可
能
性
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
両
者
に
共
通
す
る
場
合

と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
の
追
及
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の

点
に
は
触
れ
な
い
。

(

�)

星
野
英
一
「
瑕
疵
担
保
の
研
究

日
本
」『

民
法
論
集
第
三
巻
』(

一
九
七
二
年
）
所
収
一
七
一
頁
（
二
二
六
頁
〜
二
二
九
頁)

。

(

�)

原
田
・
前
掲
三
一
三
頁
。
栗
田
哲
男
『
現
代
民
法
研
究
（
３)』

（
一
九
九
八
年
）
三
四
四
頁
（
三
四
七
頁
、
三
五
〇
頁
・
注(

�)

）
。

(

�)

原
田
・
前
掲
二
二
五
頁
（
三
二
七
頁)

。
(

�)

も
っ
と
も
、
民
法
六
三
四
条
の
「
修
補
」
に
建
替
え
を
含
む
と
考
え
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
履
行
請
求
権
を
援
用
す
る
場
合
、
住

宅
品
質
確
保
促
進
法
の
特
例
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
、
理
論
的
に
は
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

	)

北
川
善
太
郎
『
消
費
者
法
の
シ
ス
テ
ム
』(
一
九
八
〇
年
）
一
六
〇
頁
。
原
田
・
前
掲
二
二
七
頁
。

(


)

我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』(

一
九
六
四
年
）
一
五
六
頁
。

(

�)

原
田
・
前
掲
二
二
六
頁
、
二
三
〇
頁
（
注(

�)

）
。

(

)

原
田
・
前
掲
三
二
八
頁
〜
三
二
九
頁
。

(

�)

上
告
受
理
申
立
て
理
由
は
、
確
か
に
、
建
物
の
安
全
性
の
低
下
に
よ
り
、
建
物
の
価
値
低
下
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
社
会
的
許
容
範

囲
を
超
え
て
い
る
場
合
に
所
有
権
侵
害
が
あ
る
、
と
し
て
、
所
有
権
侵
害
を
理
由
と
し
た
被
侵
害
利
益
論
・
損
害
論
を
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
主
眼
は
、
あ
く
ま
で
も
本
文
に
記
し
た
瑕
疵
論
（
過
失
論
）
に
あ
る
と
い
い
う
る
。

(

�)

こ
の
点
で
、
本
判
決
が
、
瑕
疵
修
補
費
用
相
当
額
の
損
害
が
既
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
判
例
時
報
一
九
八
四
号
三
四
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頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
五
二
号
一
二
〇
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
二
八
〇
号
二
〇
頁
に
あ
る
無
署
名
の
解
説
（
す
べ
て
同
一
内
容
）
お

よ
び
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
思
わ
れ
る
若
干
の
判
例
評
釈
と
は
、
本
判
決
の
評
価
に
つ
い
て
立
場
を
異
に
す
る
。
こ
れ
に
関
し
、
明
確
に

明
言
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
判
決
の
判
旨
が
、
完
全
性
利
益
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
の
懸
念
を
表
明
し
つ
つ
評
釈
す

る
平
野
裕
之
・
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
四
・
五
号
四
三
八
頁
（
四
五
二
頁
）
が
あ
る
。

(

�)

花
立
文
子
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
七
号
四
八
頁
（
五
一
頁)

。
な
お
、
鎌
野
邦
樹
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
五
号
四
頁
（
一
五
頁
）
は
、

「
買
主
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
」
に
関
連
し
て
、
七
一
七
条
の
土
地
工
作
物
責
任
に
言
及
す
る
。

(

�)

前
田
達
明
『
民
法
Ⅵ
２
（
不
法
行
為
法)』

（
一
九
八
〇
年
）
一
六
六
頁
、
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』(

一
九
八
五
年
）
七
四
七
頁
。

(

�)

幾
代
通
＝
徳
本
神
一
『
不
法
行
為
法
』(

一
九
九
三
年
）
一
七
二
頁
、
吉
村
良
一
『
不
法
行
為
法

[

第
３
版]

』(

二
〇
〇
五
年
）
二

一
七
頁
。

(

�)

こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
テ
レ
ビ
発
火
事
件
」
に
関
す
る
、
大
阪
地
判
平
成
六
年
三
月
二
九
日
判
時

一
四
九
三
号
二
九
頁
で
あ
る
。
同
判
決
は
、「
製
造
物
責
任
に
つ
い
て
特
別
の
立
法
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
現
行
不
法
行
為
法
の
原

則
に
従
い
、
利
用
者
は
、
製
造
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
製
品
に
欠
陥
の
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場

合
に
は
、
製
造
者
に
過
失
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
製
品
が
不
相
当
に
危
険
と
評
価
さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
何
ら
か
の
具
体
的
な
機
械
的
、
物
理
的
、
化
学
的
原
因
（
欠
陥
原
因
）
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ

る
が
、
一
般
に
流
通
す
る
製
品
の
場
合
、
利
用
す
る
時
点
で
製
品
に
欠
陥
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
流
通
に
置
か
れ
た
時
点
で
既
に
欠
陥
原
因

が
存
在
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
製
造
者
が
安
全
性
確
保
義
務
を
履
行
し
、
適
切
に
設
計
、
製
造
等
を
行

う
限
り
、
欠
陥
原
因
の
存
す
る
製
品
が
流
通
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
欠
陥
原
因
の
あ
る
製
品
が
流
通
に

置
か
れ
た
場
合
、
設
計
、
製
造
の
過
程
で
何
ら
か
の
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
の
が
相
当
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
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結
び
に
代
え
て

以
上
、
平
成
一
四
年
判
決
お
よ
び
平
成
一
九
年
判
決
に
つ
き
、
若
干
の
理
論
的
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
最
後
に
二
つ
の
最
高

裁
判
決
に
お
け
る
新
た
な
課
題
に
つ
い
て
要
約
を
し
、
検
討
の
方
向
性
を
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一

追
完
の
場
合
に
お
け
る
不
当
利
得
論

１

ま
ず
、
追
完
ま
で
に
瑕
疵
の
あ
る
物
を
利
用
し
た
場
合
の
利
用
利
益
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
契
約
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復

（
こ
の
場
合
は
双
方
が
返
還
）
と
異
な
り
、
利
用
利
益
の
返
還
の
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

２

そ
れ
で
は
、
追
完
と
し
て
瑕
疵
の
あ
る
物
に
代
え
て
新
規
の
物
が
交
付
さ
れ
、
あ
る
い
は
新
規
の
製
作
が
な
さ
れ
た
場
合
は

ど
う
か
。
買
主
／
注
文
者
は
、
こ
れ
ら
の
追
完
に
よ
り
新
た
に
耐
用
年
数
の
延
び
た
物
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
不

当
利
得
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
代
物
給
付
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
物
の
耐
用
年
数
が

長
期
化
す
る
よ
う
な
修
補
の
場
合
に
も
、
通
常
は
妥
当
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
背
後
に
潜
む
問
題
は
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
損
害
賠
償
法
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
旧
の
代
償
と
し
て
の
新
」
の
場
合
、「
新
」

に
よ
り
高
め
ら
れ
た
価
値
に
つ
い
て
の
利
益
調
整
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
高
め
ら
れ
た
価
値

に
つ
い
て
の
控
除
を
肯
定
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
債
権
者
は
給
付
障
害
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
い
利
益
を
引
き
出
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
不
当
利
得
の
一
般
原
則
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
契
約
に
も
と
づ
く
債
務
の
履
行
（
追
完
）
の
場
面
に
お
け
る
、
損
害
賠
償
法
で
の
不
当
利
得
論
（
利
益
調
整
論
）
の
援
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用
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
、
こ
の
よ
う
な
高
め
ら
れ
た
利
益
（
価
値
）
は
、
売
主
／
請
負
人
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

価
値
は
い
わ
ば
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
価
値
の
高
ま
っ
た
仕
事
の
利
益
は
、
も
と
も
と
瑕
疵
除
去
の
遅
滞
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
注
文
者
が
数
年
間
に
わ
た
り
瑕
疵
の
あ
る
仕
事
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ

う
な
利
益
調
整
は
、
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
請
負
人
は
、
修
補
の
遅
滞
に
よ
り
、
自
身
の
瑕
疵
担
保
義
務

か
ら
全
部
も
し
く
は
部
分
的
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
意
の
ま
ま
に
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
新
規
の
物
（
代
物
）
の
客
観
的
価
値
も
し
く
は
利
用
価
値
が
決
定
的
な

の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
被
害
者
に
と
っ
て
の
価
値
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
押
し
付
け
ら
れ
た
利
得
が
問
題
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
新
規
の
物
も
し
く
は
修
理
さ
れ
た
物
の
高
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
は
、
主
観
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
買
主
／
注
文
者
が
、
予
想
し
て
高
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
に
よ
り
利
益
を
得
た
場
合
に
の
み
、「
新
旧
」
の
利
益
調
整
（
不

当
利
得
）
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

(

�)

と
。

こ
の
観
点
か
ら
の
更
な
る
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３

な
お
、
本
稿
で
は
直
接
関
係
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
収
益
返
還
や
利
益
調
整
問
題
に
お
け
る
論
理
の
展
開
は
、
追
完
自
身

を
信
義
則
に
よ
っ
て
制
限
す
る
、
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
通
説
の
考
え
方
に
対
し
て
も
、
一
定
の
類
型
に
お
い
て
、
再
考
を
迫

る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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二

瑕
疵
の
あ
る
建
物
自
体
の
所
有
権
侵
害

１

前
述
の
よ
う
に
、
平
成
一
九
年
判
決
が
明
確
に
し
た
不
法
行
為
の
成
立
要
件
は
、
こ
れ
を
契
約
法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
瑕

疵
の
あ
る
建
物
自
体
の
法
益
侵
害
性
を
原
則
と
し
て
否
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
修
補
費
用
を
損
害
と
し
て
認
め
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
修
補
費
用
問
題
は
、
依
然
と
し
て
契
約
法
に
お
け
る
給
付
利
益
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。

(
�)

も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
の
出
発
点
は
、
平
成
一
九
年
判
決
で
は
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
、
売
主
に
対
す
る
契
約
責

任
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
点
（
修
補
費
用
賠
償
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
）
を
明
確
化
し
、
そ
の
点
の
理
論
的
基
礎
を
構
築
す
る
必
要

が
あ
る
（
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
法
律
問
題
は
決
し
て
少
な
く
な
い)

。

２

な
お
、
平
成
一
九
年
判
決
が
定
式
化
し
た
不
法
行
為
の
成
立
要
件
か
ら
す
れ
ば
、
平
成
一
四
年
判
決
の
よ
う
に
、
注
文
者
が

請
負
人
に
建
替
え
費
用
相
当
額
の
賠
償
を
民
法
六
三
四
条
に
よ
り
請
求
し
う
る
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
建
物
に
よ

り
完
全
性
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
な
お
不
法
行
為
責
任
を
問
題
と
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
類
型
に
お
い
て
も
、
契
約
責
任
以
外
に
平
成
一
九
年
判
決
が
定
式
化
し
た
不
法
行
為
責
任
が
役
割
を
演
じ
る
場
合
が
あ
り
う
る

で
あ
ろ
う
。

(

�)

３

さ
て
、
平
成
一
九
年
判
決
を
前
提
と
し
、
か
つ
、
平
成
一
九
年
判
決
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
不
法
行
為
を
根
拠
と
し
て

瑕
疵
修
補
費
用
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
場
合
の
問
題
は
、
い
ま
や
、
瑕
疵
の
あ
る
建
物
自
体
を
取
得
せ

し
め
た
こ
と
を
も
っ
て
所
有
権
侵
害
と
い
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
わ
が
国
お
い
て
も
先
学
の
重
要

な
業
績
が
存
在
す
る
。

(

�)

そ
こ
に
お
い
て
論
者
が
最
終
的
に
到
達
さ
れ
た
地
点
は
、「
契
約
期
待
不
充
足
に
拠
っ
て
債
務
者
に
対
す
る

瑕
疵
修
補
請
求
権
を
債
権
者
に
取
得
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
契
約
法
に
対
し
て
、
不
法
行
為
法
上
は
、
危
険
防
御
目
的
に
従
っ
た
規
範
目
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的
の
展
開
の
帰
結
と
し
て
、
社
会
生
活
上
義
務
の
侵
犯
と
評
価
さ
れ
る
具
体
的
な
商
品
危
険
に
関
し
、
こ
の
危
殆
化
を
逃
れ
難
く
受

け
る
者
が
、
そ
の
除
去
を
供
給
者
に
請
求
す
る

危
険
除
去
の
方
法
如
何
は
合
目
的
性
と
必
要
性
に
鑑
み
て
被
請
求
者
た
る
商
品

供
給
者
に
委
ね
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る

権
利
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

こ
の
指
摘
は
、
平
成
一
九
年
判
決

を
民
法
七
一
七
条
の
工
作
物
責
任
と
類
比
し
た
先
の
見
解

(

�)

の
示
唆
の
源
で
あ
る
論
者
の
次
の
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
、「
購
入
し
た

建
物
、
造
成
地
な
ど
の
欠
陥
に
よ
り
近
隣
の
者
が
被
害
を
蒙
っ
た
よ
う
な
場
合
に
、
建
築
業
者
や
造
成
業
者
は
過
失
が
な
け
れ
ば
責

任
を
負
わ
な
い
の
に
、
消
費
者
で
あ
る
建
物
や
造
成
地
の
所
有
者
等
は
無
過
失
で
あ
っ
て
も
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り｣

、

「
わ
が
国
に
お
け
る
欠
陥
建
物
に
よ
る
被
害
の
賠
償
は
、
ユ
ー
ザ
ー
無
過
失
責
任
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
結
果
が
、
製

造
物
責
任
法
制
以
降
に
も
残
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
指
摘

(

�)

と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

瑕
疵
の
あ
る
建
物
の
取
得
者
が
、
建
物
の
所
有
権
自
体
の
侵
害
を
理
由
と
し
、
瑕
疵
修
補
費
用
を
損
害
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を

追
及
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
到
達
点
、
問
題
意
思
を
念
頭
に
今
後
さ
ら
に
探
究
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
１
で
指
摘
し
た
契
約
法
上
の
課
題
に
加
え
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
さ
せ
つ
つ
こ
の
点
を
も
筆
者
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
閉

じ
る
。

(

�)
L

an
g
e
,

S
ch

ad
e

n
se

rsatz,
2
.

n
e

u
b
e

arb
e

ite
te

A
u

fl.(
1

9
9

0)
,

S
.

2
5

9
f;

L
are

n
z,

S
ch

u
ld

re
ch

t
A

T
,

1
4
.

A
u

fl.(
1

9
8

7)
,

S
.

5
3

0
�
�
�
�
�

1
9
.

(

�)
G

se
ll,

Ju
S

2
0

0
6
,

2
0

3
(

2
0

4)
.

(

�)
G

se
ll,

N
JW

2
0

0
3
,

1
9

7
1
(

1
9

7
2)

.

(

�)
G

se
ll,

o
.
�
�
�
�
�

6
8
.

(

�)

平
成
一
九
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
、
瑕
疵
修
補
費
用
が
契
約
利
益
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
不
法
行
為
責
任
に
よ
る
追
及
に
つ
い
て
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疑
念
を
提
起
す
る
も
の
と
し
て
、
平
野
裕
之
・
民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
四
・
五
号
四
三
八
頁
（
四
五
〇
頁
、
四
五
一
頁
注(

�)

、
四
五
二

頁)

。
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
。

(
�)
も
っ
と
も
、
損
害
論
の
問
題
と
し
て
は
、
拡
大
損
害
の
問
題
、
瑕
疵
結
果
損
害
の
問
題
領
域
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)
下
村
正
明
「
商
品
の
瑕
疵
を
め
ぐ
る
責
任
規
範
の
交
錯
関
係
に
つ
い
て

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
状
況
に
基
づ
く
一
考
察

(

一)
(

二
・
完)

」
阪
大
法
学
一
三
九
号
八
九
頁
（
一
九
八
五
年)

、
同
一
四
〇
号
八
一
頁
（
一
九
八
六
年)

。

(

�)

下
村
正
昭
「
商
品
の
瑕
疵
を
め
ぐ
る
責
任
規
範
の
交
錯
関
係
に
つ
い
て

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
状
況
に
基
づ
く
一
考
察

（
二
・
完)

」
阪
大
法
学
一
四
〇
号
八
一
頁
（
一
二
二
頁
）(

一
九
八
六
年)

。

(

�)

花
立
文
子
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
七
号
四
八
頁
（
五
一
頁)

。

(

�)

加
藤
雅
信
編
著
『
製
造
物
責
任
法
総
覧』

（
一
九
九
四
年
）
一
九
頁
、
同
「
製
造
物
責
任
法
の
特
色
」
山
田
卓
生
編
集
代
表
・
加
藤

雅
信
編
集
『
新
・
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
第
三
巻
製
造
物
責
任
・
専
門
家
責
任
』(

一
九
九
七
年
）
一
頁
（
一
四
頁)

、
同
『
新
民
法
大
系

Ⅴ
〔
第
二
版
補
訂]

』(

二
〇
〇
五
年
）
三
五
三
頁
。
も
っ
と
も
、
本
文
の
引
用
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
建
物
の
瑕
疵

自
体
の
「
損
害
性
」
を
問
題
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

[

追
記]

本
稿
は
も
と
も
と
、
桐
村
彰
郎
奈
良
産
業
大
学
教
授
退
職
記
念
号
（
奈
良
法
学
会
雑
誌
二
〇
巻
三
・
四
号
）
に
掲
載
予
定
で
執
筆

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
期
限
ま
で
に
脱
稿
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
形
を
以
て
お
祝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
か
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
桐
村
教
授
お
よ
び
編
集
に
当
た
ら
れ
た
守
屋
浩
光
奈
良
産
業
大
学
教
授
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
深
く
お

詫
び
す
る
と
と
も
に
、
拙
い
論
考
で
は
あ
る
が
、
感
謝
の
念
と
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
念
じ
つ
つ
、
本
稿
を
桐
村
彰
郎
教
授
に
捧
げ
る
。
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Kann bei ��������		
��eines mangelhaften Bauwerkes

kein Anspruch des ����
����/ Bauunternehmers auf

Nutzungsersatz erhoben werden?

Betrifft Verschaffung eines mangelhaften Bauwerkes

������
��Eigentumsverletzung?

Tsuyoshi HARADA

1. Problemstellung

����mangelhafte Bauwerke hat JOGH (Saiko Saibansho) am 24. 9. 2002

und am 6. 7. 2007 zwei wichtige Urteile ����		�. Nach dem Ersten kann der

Besteller nach �634 des Japanischen BGB (im folgenden JBGB) vom

Bauunternehmer die ���die Neuherstellung erforderlichen Kosten als

Schadensersatz verlangen, wenn das hergestellte Bauwerk ernsthafte Fehler

hat. Nach dem Zweiten ������die ������������nach �709 JBGB vom

Bauwerker Schadensersatz verlangen, wenn das hergestellte Bauwerk Fehler

hat, die die Sicherheit und dadurch �����	������die ���������������������

(das Leben, den ������, die Gesuntheit oder eine Sache) verletzen, und

wenn durch die Verletzung ein weiterer Schaden verursacht wird.

Die Urteile des JOGHs haben zwei wichtige Fragen aufgeworfen. Das

Erste setzt voraus, dass ein Ersatzanspruch im Falle der��������		
��durch

Neuherstellung hinsichtlich aus dem mangelhaften Bauwerk bis dahin ����

����	���gezogener Nutzungen dem Bauunternehmer zusteht. Das Zweite

hat die schwierige Frage aufgeworfen, ob der ��
���des mangelhaften Bau-

werkes vom Bauunternehmer die Nachbesserungskosten als Schadensersatz

verlangen kann.

2. Diskussion in Deutschland und auf dem EuGH

Nach ��439 Abs. 4 bzw. 635 Abs. 4 BGB kann der ����
���/ der Unter-

nehmer, der zum Zwecke der ��������		
��eine mangelfreie Sache liefert

oder ein neues Werk herstellt, nach �������der ��346 bis 348 BGB vom

��
���/ Besteller ���die mangelhafte Sache oder das mangelhafte Werk

������ ���verlangen. Diese Verweisung auf die ����������!"����������
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��������die Verpflichtung zur Herausgabe des 	
����/ Bestellers zum

Ersatz mit ein, falls dieser daraus Nutzungen gezogen �
���, wie sie in �346

Abs. 1 und Abs. 2 BGB normiert wird. Jedoch hat der BGH (Beschl. v. 16.

08. 2006) sich um dieses Argument mit der juristischen Literatur���
������

auseinandergesetzt und letzten Endes im Hinblick auf die ���������������

������������die��������������
������die Auffassung der Gegenmeinung

vereinbart.

Allerdings hat der BGH aufgrund des Wortlauts und des in der ���������

������������
���Willens des Gesetzgebers, �439 Abs. 4 BGB ����

���
�����nicht ausgelegt, dass die Verweisung auf die ����������������

����nicht auch einen Anspruch des ���
����auf ��������������
������

�������� Gleichzeitig hat der BGH Bedenken gegen die Vereinbarkeit von

�439 Abs. 4 BGB mit Art. 3 der Richtlinie 1999 / 44 / EG des ����
������

Parlaments und des Rates vom 25. 05. 1999 zu bestimmten Aspekten des

�����������������und der Garantien ��������������(die “���

�����������������������”).

Daher hat der BGH das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH ���
�Art.

234 EG zur Vorabentscheidung die Frage vorgelegt, ob die Bestimmungen

des Art. 3 der �������������������������dahin auszulegen sind, dass die

nach �439 Abs. 4 BGB i. V. m. ��346 bis 348 BGB statuierte Verpflichtung

des Verbrauchers der Verpflichtung des ���
����im Falle von Ersatzlie-

ferung entgegensteht, welche ��die Nutzung des anfangs gelieferten

Verbrauchsguts vom ihm Wertersatz leistet. Der EuGH (Urt. v. 17. 04.

2008) hat die vom BGH vorgelegte Frage bejaht. Die Antwort des EuGHs

auf diese Frage ist folgende : Art. 3 der �������������������������ist

dahin auszulegen, dass dieser den nationalen Regelungen entgegensteht in

dem Punkt, dass der ���
���dem Verbraucher ���
���, Wertersatz ��die

Nutzung des vertragswidrigen Verbrauchergutes zu verlangen, bis dieses

durch ein neues Verbrauchsgut ausgestauscht wird, wenn der ���
���ein

vertragswidriges Verbrauchsgut geliefert hat.

3. Verschaffung eines mangelhaften Werkes und Eigentumsverletzung

Der Bauwerker eines mangelhaften Bauwerkes haftet ���
��709 JBGB
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nur ���die Verletzungen von ������	�
��	���������, die das mangelhafte

Bauwerk verursacht. Verschaffung des mangelhaften Bauwerkes ist

�
�	��keine Eigentumsverletzung. Daher kann der �
����eines mangel-

haften Bauwerkes vom Bauunternehmer die Nachbesserungskosten als

Schadensersatz nicht verlangen.

4. Zusammenfassung

Als mein Forschungsthema sollen die folgenden Standpunkte herausgear-

beitet werden.

(1) Kann der ����
����/ Unternehmer bei ���������� vom �
�����

Besteller Nutzungsersatz verlangen?

(2) Wenn der �
����eines mangelhaften Bauwerkes vom Bauunternehmer

die Nachbesserungskosten als Schadensersatz verlangt, gilt dann Verschaf-

fung eines mangelhaften Bauwerkes ���������als Eigentumusverletzung?


